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Ⅰ　無利子金融制度－「リバー」の禁止と現代イスラーム諸国の対応
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本稿は，イスラーム経済論の一角を成す無利子金融と

ザカート徴収に関し，その思想および導入の実態につき

考察するものである。

近年，中東産油諸国の悶際発言力の高まりとともに，

これらの諸国に共通する歴史的・文化的経帯であるイス

ラームに関し，人びとの関心力2集まっている。周知のよ

うに，イスラームは単なる宗教ではなく，これまで常に

政治でもあり，生活でもあった。イスラームに対する関

心はこの結果，きわめて広範囲にわたる内容を含んだも

のとなる。すなわち，イスラーム社会の政治原理は何で

あるか。西欧的法制，議会，行政車脳裁に対応するイスラ

ーム社会の機構はどのようであるか。千スラームにあっ

ては，国家，家族，個人は相互にいかに位置づけられて

いるか。イスラーム社会の近代化とは， 1可を意味するの

か，等々である。

このようなイスラームの政治・社会制度に隠する関心

のたかまりは，同時に，経済現象に関しでも素朴な疑問

を提起する。いわく，イスラームにあっては資本とはど

のような概念であるか。イスラームの労働観，私有財

産，契約，税制，金融機構，企業組織は，他の諸制度で

ある資本主義や社会主義と，どの点において，どのよろ

に異なっているか。イスラーム経済にあっては，そもそ

も資本蓄積，成長，所得分配，消費，独ι賃金，｛匝絡

などに関する経済の動学的側面を，どのように統一的に
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説明しようとしているか，等々である。

現代イスラーム経済に関する問題提起は，このように

広範劉にわたるものがあるが，その体系的分析はまさ

に，その緒についたばかりである。 L、くつかの著書が60

年代および70年代になって出版された。そのうちのある

ものは，イスラーム法であるシャリーア（Shari’ah）の規

定と現実の経済システムとの調整を扱ったものであり，

イスラーム経済倫理の実経済への適用における理論的可

能性を示唆している。またあるものは， 「イスラーム経

済学」の構築をめざし，巨視的アプローチの導入による

理論分析を展開しているe これらのこころみは，いずれ

も十分成功しているとは言えないが，今後の理論体系化

にとって司主要なステップとなるものであろう。

ヌド痛は，このように，現代イスラーム経済に隠する多

様な問題提起のなかで，金融制度としての無利子銀行お

よび租税制度としてのザカート・ウシユ／レの徴収に焦点

を合わせ，その思想的背景，イスラーム諸国における制

度導入の経緯，実施の現況と問題点につき考察しようと

するものである。この小論が，現代イスラーム金融論お

よびイスラーム財政論の展開にとって，一つの資料を提

供しうるものとなれば，幸いである。

I 無利子金融制度

一一ー「リパー」の禁止と現代

イスラーム諸国の対応一一

1. 「リバー」の禁止

イスラームが「リパー」の徴収を禁止していることは，

つとに知られている。 「リパー」（riba）の語源は，アラ

ビア懇の動詞「ラパー」（raba）にあり，その意味すると

ころは，「成長するJあるヤは「潜殖する」である〔注1)。

「！｝パー」は，狭義では，今日われわれが使う「利子J

の概念にあたる。コーランは，いかなる財貨についても

『アジア経済』 xxm-6 (19s2. 6) 



1982060077.TIF

その貸付けによる「リパー」の徴収を禁止し金利を徴

して金貸しをする行為を，卑しく，かつ堕落した行為で

あると規定している（注2）。

利子徴収禁止の思想は，イスラームにかぎられたもの

ではなく，ユダヤ教およびキリスト教におし、てもみられ

る。すなわち，旧約の「出エジプト記Jや「申命記j，支

た新約の「ノレカ伝Jに，関連する記述がある(It3）。カト

リックでは利子を禁止していたが，実際には， 「手間，

危険および雑費」の名目で，利子が徴収されていた（注4）。

イスラーム誕生時のメッカは，すでに4 大国際商業都

市であり，経済的繁栄の一方で貧富の格差は拡大し，投

機や高利貸しによる宮の蓄積と収奪が公然と行なわれ，

社会不安が蔓延していた。新興の教義は，こうした社会

問題に応える内容を備えていた。しかし，利子徴収禁止

の思想、を，今日の複雑な社会・経済機構に適用するにあ

たっては，解決すぺき多くの問題が存複する。

今日のイスラーム文化圏における経済活動は，近代ヨ

ーロツノfから移殖された金融制度を基軸として行なわれ

ており，現行制度はすでに長い時聞の経過の中でそれぞ

れの閏民経済に定着し，受容されている。イスラーム立

国と言えども，利子徴収を大前提とした近代銀行制度を

採用している国が，ほとんどである。このような現実に

対して，さまざまな法解釈（ファトワー： fatwめが出さ

れている。

法解釈の適用には，教条主義的な解釈から現実主義的

な解釈まで，その対応の実態には幡がある。もともと，

イスラーム法であるシャリーアは，総員lj的・公法的な性

格を持ち，実定法と違ってその解釈にあたって意見の不

一致が生ずることは，避け難い。

古くから主張されている解釈の一つは，コーランで禁

止している「リパー」は利子一般を指すものではなく，

一定準以上のいわゆる高利を指すものである，とする解

釈である（注5）。これに対立する解釈は， 「リバーJはそ

の準の高低にかかわらず，貸付けに対する回定的な報酬

すなわち利子一般を指す，とする主張である。法解釈と

しては，後者の主張は前者のそれに比べはるかに有力で

あり，今日，一般的に支持されている。

しかし，この後者の解釈を，現実主義的に受けとめる

立場と，教条主義的に受けとめる立場とがある。現実主

義の立場は， 「必要は不法を許す」というイスラーム的

規範を援用し，現行制度の存続を容認し，教条主義の立

場は，違法性を重視して，現行制度の変更・修正を要求

ナる。近年，イスラーム諸国においてみられる金融制度

研究ノートー

改革の動きは，この後者の主張の具体的あらわれとし

て，みることができる。

ところで，利子徴収の禁止とは対照的に，コーランに

あっては，商取引にもとづく利益の獲得はこれを認める

立場をとっている。 「アッラーは売ることを許したるも

リバーの徴収を禁じたもう」（注6），と述ぺられていると

とによる。ここで述べられている荷行為には，通常の商

取引き，投資行為，延べ払いなどが含意され，仲介料の

徴収も追認されている。今日，普通にみられる為替業務

や株式売買も，シャリーアに照して合法となる。

貸付けによる剰余利得である利子（注7）が強く非難され

るのは，これが不労所得であるとの認識があり，一方で

投資資本からの利得である利潤もしくは売買差益が容認

されるのは，これが当事者の危倹負担を前提とした労働

・事業報酬である，との認識があるからであろう位制。

利子徴収の禁止規定の存在を指して，イスラーム社会

が経済的合理主義精神を欠いている，とする意見がみら

れる。利子徴収を罪悪視する思想が，他民族（とくにユ

ダヤ教徒）によるイスラーム教徒の搾取もしくは経済的

浸蝕を容易にし，また利子禁止論のために，イスラーム

社会の資本蓄積が損われてきたとする指摘がある（注9）。

利子徴収の祭止が，資本蓄積にとってどの程度鶴害とな

ったか否かの考察はさておき，禁止の規定が経済生活

上，多大の不便あるいは不満を呼んだであろうことは容

易に想像される。このような事態に対応する現実的な手

段として，擬装利子を求めて，多くの脱法行為が考案さ

れ，実施されたことが知られている（注10）。

イスラームは，周知のように，信仰と社会制度の二つ

ながらに深くかかわる原理である。イスラームはこれま

で，信仰であるとともに，政治でもあり法律でもあった。

近年，経済制度の上でイスラーム的要素を実定法にとり

入れる留がt替えており，シャリーアにもとづいた思考様

式抗イスラーム諸国の経済活動や潟行為に次第に反映

し；土じめている。上述のような刺子徴収禁止のイスラー

ム思想、も，さまざまな形をとって，現実の経済生活に導

入されはじめている。

イスラーム諸国の金融制度に，現在，この利子徴収禁

止の思想はどのように反映し，具体化されているであろ

うか。以下に考察してみることにする。

2. イスラーム銀行の拡大

金数機構におけるイスラームJ思想の導入は，現在，イ

スラーム銀行（Isl間山 Bank）の関設という形で具体化

し，拡散しつつある。イスラーム銀行とは，シャリーア
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に準じて運営が行なわれる金融機関であり，具体的に

は，利子の支払い・徴収を伴わず，かっ資金の預託およ

び運用が，契約者聞の平等なる危険負担のうえに行なわ

れる金融機構である。

第1表は，過去10年間にみられたイスラーム銀行の設

立状況を示している。これらの銀行は，いずれも無利子

運営を原則としており，利子支払いおよび徴収に代わる

その運営の基本的メカニズムは，以下に略述するいくつ

かの契約形式に立脚している。

イスラーム金融制度は，預金者一銀行←貸付先の三者

の関係、が，シャリーアに反しない形で有機的に結合され

たものであることを，前提とする。

最も代表的な契約形態は，「ムダーラパJ(mud轟raba)

（注11)と呼ばれるものである。これは，後述するように，

「利益・損失分担J(profit乱立.dloss sharing）契約であり，

利子に代わって運用収益の配分が行なわれるものであ

る。すなわち「ムダーラパ」契約の下では，資金の提供

者（rahal-mal）と，その資金の運用者（mudareb）が存在

し，前者は後者に資金を信託し，後者は受託者もしくは

代理人としてその運用に当たる。一定期間後に収益が発

生した場合，委託者および受託者は，あらかじめ締結さ

れた契約条件にしたがってこの収益を分配する，という

ものである。一般的には，受託者は収益の一部を報酬と

して受取り，残余の部分を委託者に画己分する。

この契約の下では，かりに損失が発生した場合，受託

者は自己の過失や違反行為によるものでないかぎり，損

失部分についての責任を問われない。損失部分は，委託

者の負担となる。かりに受託者に重大な過失があった場

合，受託者はその損失部分を補償する責任があるが，そ

の場合でも，得べかりし利益（逸失利益〕に対する補償

は行なわれない。

この「ムダーラバ」に概念的に類似した契約として，

「ムシャーラカJ(musharaka）（注12）がある。「ムシャーラ

カ」契約の下では，銀行は単なる資金提供者ではなく，

白から共同出資者として当該ブ。ロジェクトに参画する。

すなわちとの契約は，複数参加者による資本やノウ・ハ

ウの相互提供によって事業を行なう方式である。上記の

「ムダーラパ」契約の下では，資金提供者は運用に関し

て発言権がないが， 「ムシャーラカ」契約の下では，参

加者に出資比率に応じた発言権がある。したがって，そ

の資金運用によってー一定の収益が生じた場合，収益の配

分は出資比率に応じて行なわれ，逆に撰失が生じた場

合も，出資比率に応じた負担が前提とされる。

ヲ6

「ムダーラパ」および「ムシャーラカ」に比べその運

用比率は低いが，「イジャーラ」（ijara）（注13）契約がある。

これ法ー種の賃貸契約であり，銀行は主として資本財の

購入を行ない，これを企業に賃貸して賃貸料を徴収す

る。賃貸料は，当該機械・設備の減価償却費プラス資本

コストになるが，このコストはー穏の擬装利子と考えら

オLるつ

以上のほかに，「ムラーノミハ」（murabaha）（注14）なる契

約がある。これは一種の消費者信用ローン契約であり，

個人に対する場合は商品の割賦販売契約であり，企業や

政府機関に対する場合には輸入財の延べ払い契約とな

る。

この「ムラーパハJ契約で入手される報酬は， 7 ージ

ン（margin）もしくはマーク・アップ（mark-up）である。

これが定率をもって行なわれる場合は利子慨念と変わら

ないが，原価に対する加算額あるいは発費差益と考える

場合には，シャリーアで容認された報酬となる。

このように，近年増大をつづけるイスラーム銀行は，

利子徴収に代わる収益の獲得を，上記の諸契約にもとづ

く資金調達および運用によって行なうことを原則として

いる。少なくとも，イスラームの名を冠したこれらの銀

行においては，その運営がシャリーアの規定に準拠して

いるか否仇あるいは新事業が合出性を持っか否かにつ

いて号それぞれの国のイスラーム教義iこ衡する審議機関

の盤室を受けることを建前としている。

イスラーム銀行の開設は，近年，イスラーム文化毘以

外の地域においてもみられる。第l表にみられるよう

に，ルクセンブノレグPやジュネーヴ，さらにはロンドンに

も，シャリーアに準拠した金融機関の設立が行なわれて

いる。

82年iこロンドンに設立された即日は， 78年にyレクセ

ンフツレクーに設立されたIBSIH（第1表参照）の全額出資

によって，設立されたものである。この IFHの特色は，

200万人とも言われる在英ムスリムの資金吸収を目的と

してu、る点にあ P，パーミン｝Jやムやリーズなど，比較的

ムスリム人口の調密な地域での活動に重点が置かれてい

る（注15）。

このように，今日，シャリーアの規定に準拠した運営

を標携するイスラーム銀行は，イスラーム闘の内外にわ

たり，さまざまな形態をとって，漸次拡大しつつある。

しかしこれらのイスラーム銀行は，大勢を占める既存の

非イスラーム金融機構の中で，ー・つの局地的現象とし

て，あるいはイスラーム化の橋頭慾として設立されてい
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〔出所〕 孔IEED,Middle East Financial Directory, 1982他。
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め，預金者による運用先の選択が行なわれ，ある意味で

は預金者のフ。レミアム（金利〉選好を刺激する傾向を生

んでいる。

サウジアラビアは，イスラーム世界の盟主をもって任

じており，ジェッダにはイスラーム諸国の地域開発機関

であるイスラーム会議機構（OIC）の本部がある。 75｛手10

月に，同機構の決議により，イスラーム閣の福祉のため

の相在協力を目的として，イスラーム開発銀行（IDB）が

設立された。主な出資国は，サウジアラビア，リビア，

アラブ首長国連邦，クウェートの4カ国である。同行は

いわばイスラーム劉の IMFにあたるものであり， これ

までに無利子融資を古i/j援に｛註18），主として非産治イスラ

ーム諸国の経済開発プロジェクトに対し，多額の資金緩

助を行なっている。

なおサウジアラピアには，女性隔離のイスラームの憤

蛍；こ合わせ，女性瀬容のみを対象とする女性銀行が役立

されている。

(2) アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦では，連邦結成後の1971年暫定憲法

において，シャリーアが立法の根源とされることが規定

されており，経済運営の基本原則にイスラームの恕、想が

反映している。

81年12月に，既存のアラブ首長国連邦通貨局（Currency

77 

るわけではない。むしろその背景には，イスラーム諸国に

おける金融機構の全般的なイスラーム化の動きがあり，

その反映として現出しているものと理解することができ

る。そこで次に，利子徴収禁止のイスラーム思想が，今

日，個々のイスラーム諸国においてどのように受けとめ

られ，制度化されているか，その実態を，いくつかの霞

について考祭することにしたい。

3. イスラーム諸国における無利子金融の実態

(1) サウジアラビア

サウジアラビアにあっては，利子徴収禁止のイスラー

ム思想にもとづき，無利子金融の原則が導入され，現在

国内金倣制度では「利子」なる用語は使用されていな

い。中央銀行であるサウジ通貨庁（SAMA）は，通貨の

発行，外貨準備の管理，商業銀行の規制など，通常の中

央銀行としての機能は有するが，利子否定の建前上，国

内金利水準の決定にかかわる公定歩合の操作を，行なっ

てU、な 1r•(/H6）。

政府系銀行であるサウジ工業開発基金，サウジ信用銀

行，サウジ農業銀行などでは，いずれも利子に代えて手

数料（umiila）の徴収を行なっている（注17）。

一方，定期性預金に対しでは，プレミアムの名で配当

が支払われている。配当性向は現在15%前後の水準にあ

るが，原則的には銀行聞に競争原理が導入されているた
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Boa吋）が中央銀行に改組され，国内金融機構の統合・整

理がすすめられている。新設の中央銀行は，サウジアラ

ビア同様，公定歩合操作は行なっていなU、。もっとも，

金融機関による利子の支払いもしくは徴収は一般に行な

われており，近年，利子支払いの合法性をめぐり，訴訟

問題が起きていることが報じられている悦問。

なお，無利子を建前とするイスラーム銀行として， 75

年にドパイ・イスラーム銀行（DubaiIslamic Bank）の

設立が行なわれてヤる。

(3) クウェート，カターノレ

クウェートを初めとして金融機構が近代化されたこれ

らの国では，利子の徴収や支払いに関するイスラームの

思想は，かならずしも厳格には実施されていない。しか

し，固定的な金利体系を維持することで，少なくとも高

金利への歯どめはかけている。

一般商業銀行の場合，貸出し金利は中央銀行によって

k限が設定されてヤる。現行金利は， 1年未満の非保証

口ーンには 8.5%，保証ローシで， しかも生産的な活動j

(ll:20）に投資される貸付けには 7%と，設定されているゥ

方，預金利子率につU、ては，，1.5%の最低保証利子ネ

が設定されている（芭21)。

このように金利を同定し，金利操作で利潤をあげなν

ように指導されているため，近年における海外金利の上

昇の結果，資金が海外金融市場（主としてヨーロツノ。

に流出するという傾向を呼んでおり，金融立国を目ざす

これらの国にとって，園内流動性の不足とu、う矛盾が生

じている。国内市場には違法高金利が出回っており，金

利体系の見直しの声が出ているが，念手I］の引上げはシャ

リーアの規定に抵触するとの意見が一般に強く，大幅な

改定は行なわれにくい状況にある。

カタールも，欧米高金利の影響を受けた資金流出の問

題を抱えてし、る。カタールの場合，とくに問題が大きいυ

同国の国内金利は，貸出しの場合7～9.5%，預貯金の

場合4～6.5%の水準であり， 80年半ばの時点では， ド

ルとの金利差は10%以上に広がっている仇22）。

ところでクウェートには，第 1交のように77年3)J 

に， ケウ斗ート金融（Kuwaitドmanee House: KFH）と

し、う名称を持ったイスラーム銀行が役立されている。

クウェート金融は，財務省，ワクフ省を初めとするケ

ウェート政府系資本49%，民間資本51%により設立され

たもので，資金運用は貿易金融をはじめ，海外証券投資，

不動産取得，イスラーム諸国におけるプロジェクト参

加，などとなっている。同行の実績をみると， 80年度の
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営業利益は44曲万ドル，また預金者への支払い配当率は

平均6%となっているo この率は，商業銀行が支払う普

通預金利子率4%よりも高い水準である（注23）。

(4) ヨルダン

相つぐイスラーム銀行の開設の流れに乗って，ヨルダ

ンでも， 79年9月に，ヨルダン・イスラーム投融資銀行

(Jordan Islamic Bank for Finance and Investment）が

！洞設された。際設以来.80年末までの実靖をみると，預金

残高は1200万JD (4000万わりと，当初の予定どおり

に拡大している。

同行の発表によると，預金の大部分は少額預金者によ

るものであり，同行の開設とともに，シャリーアに準じ

た同行の預金運用方式に共感して，一般商業銀行からシ

フトした預金であるという。

預金残高の約60%は同行の「投資口座」（Investment

Account）に向けられており，資金は商業取引（とくに

輸入貿易λ農工業長期プロジェクト，不動産などを対

象に運用され，これまでの配当率は 1年を超える定期性

預金で， 8.2%となっている：1.tZ,J'o この阻当率は，既存

の－·~般商業銀行の預金利子率が 1 ff.もので7～7.5%の

；！＜.準にあることを考えると，十分競争力があるものであ

る。

(5) エジプト

イスラーム圏で，最初に近代的な経済組織が導入され

た国は， トルコとエジプトである。とくにエジプトは，

金徹部門において，他のイスヲーム諸留に先がけて，民

閥均な資本による最初の銀行であるミスル銀行（Bank

l¥'1is討を， 1920年に創設した。

現｛Eのエジプトは，故サダト政縫時代；こ推進された門

戸開放政策の下で，国民経済の連常に資ヌf;:::l義メカニズ

ムを，漸次導入してきた。銀行制度においても， 1974年

公法（PublicLaw) 43が施行されて以来自由化の方向に

すすみ，現在，中央銀行を頂点として50行を越える商業

銀行，特殊銀行および外国銀行支店が存在する。

経済運営におけるイスラーム思想、の適用は，他のイス

寸ーム諸国においてみられるほどには厳絡ではない。し

かし大統領暗殺の経緯にみられたムス：Jム同胞団の存在

とその影響力は，今後，新理主催I'"の経済運営に，より f

スリーム的規制の導入を要求する動さをもたらすものと

忠われる。

イスラーム銀行としては，現在国内に， 72年設立のナ

セノレ社会銀行（NasserSocial Bank）と， 77年設立のファ

イサル・イスラーム銀行（FaisalIslamic Bank of Egypt) 
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の2行が存在する（注25）。前者は全額エジプト政府の出資

になるもので，年金，社会保険基金，ワクフ省収入，ザ

カート基金などを財源としまた後者は，サウジアラビ

アの41号色出資になるものである。

これらの銀行は無利子を原則とし，各種プロジェクト

に投資して資金運用を図り，配当支払いをもって出資者

に収益還元を行なっている。通常の預金形態（当座，普

通〕のほかに，既述のムダーラパ契約にもとづく「投資

預金」の口座が開設されており，預金者は銀行が募集す

る投資プロジェクトのあるものを自ら選び（注26），資金の

運用を委ねるという方式をとっている。

(6) イラン

革命後のイランは，政治，経済，軍事その他の新国家

の諸制度を，イスラームの諸煤見ljを基礎として制定する

ことを宣言した（注27）。

経済制度に関しでも，いち早〈銀行・保険企業の国有

化を実施するとともに，経済的自立の達成を日ぎし外

国による経済的搾取を防止し，差是・工業の生産強化によ

る自給自足体制を確立し，利子徴収・独占・物資隠匿な

どの不法かつ不正な経済行為の禁止を，宣言した（註却）。

このようなイスラーム経済体制樹立の主張の中で，金

融制度はどのように再編されつつあるであろうか。

79年12凡に，パニサドル元大統領（当時蔵相） t土，銀

行の国有化と再編成を行ない，銀行数は工鉱業開発銀行

(IMDBI）などの特殊金融機関を含めた37行から，一挙

に10行に統合された。

革命後のイランの金融制度の特徴は，利子の扱い方に

反映されている。すなわち預金の場合，銀行は預金者に

対して「最低保証利益」（minimumguaranteed profit）を

確保し，これを越えて銀行に利益が発生した場合，その

配分を余剰配当金として支払うというものである。この

最低保証利益率として，待通預金に 7%，定期性預金に

8.5%が設定されている（自制。

一方，銀行による貸付け，信用供与に関しては，利子

に代わり， 4%の「手数料」（commission）が徴収される

ことになった。ただし，銀行の貸付けは単なる融資では

なく資本参加であるとのt認識から，当該企業・機関に対

し，預金の場合と同じく一定の最低保証利益率が要求さ

れている。この最低保証利益率は産業によって異なる

が，農・鉱・工業および商業・サービス部門については

6～8%の水準にある（注潮。この結果，手数料と最低保

証利益率とを f,算した融資迷元塁手は最大12%となり，パ

ーラビ一国王時代の公定利率であった14%より若干低利

研究ノート

の水準となっている（注31)。

このように，革命後イランの金融機構では， 「利子」

は国定的な最低保証部分と，流動的な収益還元部分とか

ら構成されることになった。それは， 「利子徴収自由の

原則」から「利子徴収禁止の原員lj」への過渡的方策とし

てではなく，岡原則の折衷策として実施されているとこ

ろに特徴がある。イスラーム世界ですすめられている金

敷制度のイスラーム化現象を考える場合，一つのモデ、ル

を提供しているものとして注目されるものである。

以上において概観したように，今日イスラーム諸国の

いくつかにおいて，無利子金融制度は現実に導入され，

機能してU、る。これらイスラーム国家の中で，その導入

が， 上り経織的に行なわれている罰としてパキスタン・

イスラーム共和国に注目し，同国におけるイスラーム化

の実態を以下に考察することにする。

（注 1) ヨハネス・クラウス『回教の経済倫理』明

治書房 1944:+- 9:'lべ－：，：；。

（注 2) コーランは，各所で「リハーj を禁じてい

る。第2章 275,276, 278, 279各節，第4章 161節，

第30章39節，等。

（注 3) 「出エジプト記」第22章25節， 「レピ；i己」

第25章36節， 「rj1命記J第231主19,20節， fノレカ伝J

第6章35節，等。

〔注 4) 大塚久雄『宗教改革と近代社会』みすす芯

房 1964年 65ページ。

（注5) クヲワス 前掲書 97～102べーシ ;t;J [f 

i主鋒四郎「イスラ b ム法Jer礎Ii':;i副d』1976年〕 81～

82ベージ。

（注 6) コーラン，第 2章21siln。

（注 7) サミュエルソンによれば，利子は貨幣の使

用に対する錨格（price）もしくは賃貸料（ren包りであ之J

(Samuelson, P., Economics, ff; 4紋，ニュ←出ーク，

McGraw-Hill, 1958年， 285ベーシ〕。

（注 8) ハディース（Hadith）によれば，最良の収入

は，正しい商売によるものか，白分自身の労働による

もカである。

(tt 9) μ タンソンは，この A 一〉公見方に反諭 L' 

fスラームにみられる宗教的諸観念、は，規制要因と L

て経済的行為を阻害あるいは促進させるような性格の

ものではなし資本主義的経済行為に対して中立的で

ある，と述べてし、さ， (Rodinson, Maxim著， Brian

p組主巳e 蓄し Isla隅 and Capitalism, サフオ也 ヘ
All邑nLane, 1974年， 76～117ページ。なおほかに，
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Turner, Bryan S，“ Islam, Capitalism 且ndWeber 

Theses，＇’ Briti，仇 Journalof Sociology，第 35巻2

り， 1974年 6月， 230～243へージ）。

（注10) クラウス 前掲書 102～10,1ベーンおよれ

Rodin回 n，前十昌吉 40～43ベ－ ;, 0 

Ut.11〕 J・シャハトの下言己資料の巻末 Glossary

による／：，その直：味は“ sleeping partner”である

(Schacht, Joseph, A.n Introduction to lslamiιLaw, 

オクスフォード， ClarendonPress, 1964年〕。

(il:12) J •シャハトの Glossary tこ；主「ムンャ－ 'i 

カ」の説明はなく，代わりにその必幹ンャリーカ

(Sharika）汗“partnershipぺ主任sharika malを“joint

partnership”としてし、る。

（注13) インャーラは“hireand lease”（シヤハト

前十品書〕。

(/l:14〕 ムラーハハは“resalewith a stated pro五1”

（ンヤハ l fiijJ：主〕。

（注15) Alideast Market, 1981拝 l1)J 30 IJ号， 9
． 

J、一：／ 0 

（注16) もr と九%際の取引の｛ぞii：♂Jf：め，！1<1jlj

大子銀行によるコール市場のレート決定が行なわれて

おり， H々相場がすっている。

（注17) 子数料の水準に関 Lてi:, SA:.'fAとの伺

に統一的な協定が締給されている。なおI務業銀行L-::,

企業への貸出し iャついと:r.，各行事l，自／〕プライム・ J

--I・ を，没＇.<lょしている。

(il:18) ただし， 2.5～：.J.0%の千数本＇I;";:徴収する。

Ci'..U9) 利子支払いゴ）J，~~I をめくり，現在いくつか

の訴訟問題が起きているが， ドパ fC 起きているケ

スは，概略以ドのようであら。

すなわち， 1978:4-'-, ドパイのふ長 SheikhRashid,'! 

甥にあたる SheikhMohammad al Khalifa bin Ma-

khtoum[ t, ドハイハデイラ（Deira）に負貨を hHぬとし

た大鋭棋な金約専l"J/,l;" /.ti (Gold Souk）ジノ建設卒業を ~I

幽 L，その資金と！て， National Bank of Abu 

υhabi （，’幹事銀行とする凶際畠li r IJ！かん tド2.25%c':

干lj十jさ条約ーで総額16削）｝jトノ1,cl）摘：h貨を受けた。 しか i

’i/）事業はその後，金投告を熱J！パヲJ寸i;I, J;，コて， れ貸手i

収入の見込みj単一，，，がゆjらかと心りラ jヰf11I, t.ご。このfゐ

め，第 11叶のヰljf-j起僚もとどこれるこ七になり，銀行

から返済(J）針｛虻を ι〉けるようにな， f：。

iiに対 I, Sheikh Mohammad；土， イスラームて人

闘であるプラツ判長凶j皇子I＼にま八、ては，不IJ+の徴収は
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シャリーアに反するとして，支払いを拒有する態度に

出た。

かれによれば，シャりーアの下では，銀行融資に対

する報再れは利子ではなく，収益があった場合の配当で

ある。 しかし今似のケ一戸、は， i民主主が生じなカゥ fこの

であるから，その結楽については銀行も fdflーをしなけ

ればならない，といろ論J也セある。

銀行｛!Iiiはこの問題を，イギりスの裁判所に料ち込ん

た。ロンドンの1忠荷ごq;法続（BritishHigh Court) i:J", 

イキ二 7ス1去（EnglishLaw) fこもと／j＼.、た裁定と Lて，

被 f~ Sheil《hMoh乱mmadに JC平i：合；；I今で1800万ドノl,（平I ； 

f分約 200Jj i、ノ〆〉ハ支払

これを司、語毒と Lて，事｛呼をアラブ色長関連)'J，内＋こある

イスラーム法廷に持ち込み，現守主係争中である。

関係長lエ，イスラーム法廷が利子支払いを途説、とす

る主主主主をillすことは疑，，なく， したがってこの訴訟！日j

組jノ解決は長びくであろろとみている （Quarterly

Economic Revie叩 ofU. il. E., 1st Quarter, 1981 

年， 14ベ－ ，，；他）。

( lt20) 生産的活動という乃は，共体的；こは救出入

および建設託門を期す。

(i王21〕 Central Bank of Kuwait, E正anomic

Reρort for 1980, 70へーン。

（注22) ,¥lideast ,¥larket, 19船井三9月81::1-1.;, 8 

～9ページ。

({42:3) Midどast ,¥larket, 1981年 3月23けり， 8

～7ベーシc

（注24) ち.：，：みに， 1 ij'-定期IHこは 7.4%, 3六月 iifl

知預金：；こは5.8%, 7 LJ前通知f白金tこは4.1%の門t'"'Jが

て支払われて＇・、る。

u上；5) ?tl 3 ／）イスラーム銀行として全教 er.－；，ブト

矧1付資本 lてよる「イスヲーム投資開発同僚銀行」

(IBID）の，r-t.Jl；が ,jj"i出3れている。

(i:t26) 預金諸がブロジェク iを指定せず，鋒Hi:・

投資先を ti_;ねる場合もある。

( /l 27) け本イラン協会編『イラン・イスヲ‘ーム J•,

和iぽ1&iifd1979王手 紙 4灸。

(i128) 1’ij iムムムムi

(ij一29) 允だ L, 以J化id＇良金に；土 2主低仇＇.，託 fl（…： i J 戸ノA、

t, t、
〈夕、. 0 

(U::lO) なわ主主設部門についずは，政策的なJU也か

i',, 4%の手数料徴収だけにとどめられてし、る。

（社；31) Mideast Market, 1980年 3刀241l勾， 5
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1. ジア政権とイスラーム化政策

1977年7月5日，無血クーデターによって政権を掌握

したジア・ウル・ハック（Zia-ul・Haq）パキスタン陸軍参

謀長は，プットー（Bhut同前首相を「保護拘禁下Jに置

くとともに，全政党の政治活動を禁止し，軍政を施行し

fこ。

ジア政権はもともと， 77年3月のパキスタン総選挙の

不正をめぐる与野党の紛糾を収拾する目的で登場したわ

けであるが，政権樹立とともに，プットー前政権の「社

会主義化」路線に対するアンチテーゼとしての性格を強

調し，代わって国内統一の手段として，イスラームへの

回帰を前面に押し出しはじめた（注I）。

ジア参謀長は，クーデター直後の全国放送で， 「イス

ラームの名の下に建医されたパキスタンは，イスラーム

の教えに忠実であってこそ存続しうる。イスラーム体制

の導入は，この国にあっては不可欠の前提である」（注2)

と述ぺ，政治，経済および社会体制のイスラーム化の方

向を示唆した。

その後のイスラーム化の動きは，きわめて広範囲にわ

たるものである。とくに，再編・強化されたイスラーム

教義評議会（Councilof Islamic Ideology: CI I）の手に

なるイスラーム体制（nizam唱・Islam）確立のための答申

舎が， 78年9月に政府に提出されて以降，この動きは強

支った。

これまでに行なわれた？？：なイスラ｝ム化政策には，シ

ャリーア法廷の設置， イスラーム刑法（ハッド： hadd)

（注3）の導入，村落評議会の復活，分離選挙制度の復活

（注4），政党結成の規制（注5），イスラームの全宗派・学派

による神学者大会の開催，イスラーム大学の設立，女子

総合大学の新設，イスラームの教義・伝統の学習強化，

アラピア語学習の重視，などが指摘できる。

経済分野では，後述するように，無利子金融制度の導

入．ザカー卜・ウシュルの徴収，ワクブ地の返還｛注6),

イスラーム商工会議所の開設，などが行なわれてヤる。

イスラーム化の動きは， n常生活のすみずみにも浸透

しはじめており，テレビ，ラジオ，出版物などの情報メ

ディアに対する規制の強化，欽酒，賭博の禁止，裁判官，

公務員，女性の服装に関するさまざまな規定の遵守が，

イスラームの名の下につぎつぎと実施されている。
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このようなイスラーム化の拡大の動きは，パキスタン

の場合，現政権によるいわば上からの強カな働きかけに

よって推進されている点が，注目される。

既述のように，ジア現政権は，プットー前政権の社会

主義化政策との訣別を機に，新たな園内政治・社会の統

一・指導原理として，イスラームの復権を打ち出した。

たしかにイスラームは，政治的・社会的に多様な問題を

抱えるパキスタンの圏内統一手段としては，考えうるか

ぎりの最大公約数であるとみることができる。イスラー

ムはパキス守ンの国是であり，イスラーム国家の樹立こ

そが，パキスタン建国の崇高な理念であった。この意味

で，パキスタンのアイデンティティーをイスラームに求

めようとする基本政策は，建国の精神に立ち帰ることを

呼びかけたものであり，何人も反対しえぬ原則の確認で

ある（注7）。

しかし，現行のイスラーム化の推進が，軍政の継続の

下で行なわれ，現政権の存続の口実として利用されてい

ることもまた事実である。イスラームへの回婦にはかな

らずしも批判的でない人びとの間でも，イスラーム化政

策が現主管事政権の延命策に利用されていることには批判

的である。

一方，現政権の推進するイスラーム化政策は，国際的

な郵jき？と連動していることが注目される。すなわち，中

東産油国の国際発言力の高まりと，イスラームの復権と

いう大きな時代の流れに呼応し，この流れに積極的に共

鳴するごとによって，バキスタンがイスラーム立国であ

ることを強く印象づけ，これらイスラーム産油匿の持つ

包大な余剰資金とマーケットをパキスタンの開発計画に

ワンクさせる，という基本戦略がそとに存在する。

この対外基本戦略には，パキスタンの産業界も重大な

関心を払っている。もともとパキスタンの民間資本（注8

は，プットー前政権による主要産業国有化の苦い経験を

持っている。ジア現政権になって，前政権の社会主義化

路線が修正され，民間資本への投資インセンティヴが新

たに提供されはじめたことには，歓迎の意向を強めてい

るものである。しかし一方で，国内におけるイスラーム

化政策が，本来合理的であるべき経済活動に，非合理的

な要素を持ち込むことになるのではないかとする危倶

も，強く抱かれている。

産業界の危侯はとくに，利子徴収禁止思想の導入に対

して向けられている。すなわち，既存の金融制度に対す

る利子徴収禁止のイスラーム思想の導入は，イスラーム

化の動きが，経済活動の中核部分に及んだものとして重
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大な関心が払われてし、るのである。無利子金融のところ

みは，パキスタン経済にとって明らかに，一つの大きな

実験と言えるものである。

そこでつぎに，パキスタンにおける無利子金融制度導

入の魁緯と，この制度の持つメカニズム，そして実施の

実態に関して，順次考察してゆくことにする。

2. 無利子金融制度導入の経緯

ジア政権の誕生後間もなく， 77年11月に，イスラーム

教義評議会はいち早く，無利子銀行制度の確立をめざし

た専門委員会の設置を勧告した。評議会の勧告と並行し

て，イスラーム神学者協会(JUI）および保守派のパキス

タン国民連合（PNA）も，無利子金融の導入を主張した。

ジア政権はこの動きを受けて，妥78年7月にカラチ商工

会議所において，新金融制度の導入を検討，1，であること

を表明した。

10月に入り，ジア大統領は遊説先のファイサラーバー

ド（Faisalab吋）において，無利子経済の導入待期の近ν
ことを示唆するとともに，イスラーム税制としてのザカ

ートおよびウシュルの導入計画が，すでに作成されてヤ

ることを表明した。

無利子経済導入の予定については，大統領の発言を補

強する形で，経済閣僚による発言もみられた。すなわ

ち同年11月に行なわれた記者会見で，クールシード

(Khurshid）計画委員会副委員長（注射は，無利子経済の

導入はまず投資金融機関から着手され，つぎに商工業銀

行業務，そして最後に国際取引部門へと， 3段階のステ

ップを級て導入されると表明した催問。

バキスタンにおける無利子金融制度は，このような経

緯を経て，結局， 79年7月の政府系3特殊金融機関によ

る無利子貸付けの実施と， 81年1月の一般商業銀行にお

ける無利子預金口座の開設によって， JJ...体化した。

79年7月1日に行なわれた，特殊金激機関による利子

徴収廃止の措置は，利子ー廃絶の第1段階として着手され

たもので，実施担当機関として，既存の国民投資信託

(National Investment Trust: NIT），住宅建設融資公社

(House Building Finance Corporation : HBFC)，およ

びバキスタン投資公社（InvestmentCorporation of Pak・ 

istan: ICP）の3機関が指定された。

新制度の下での住宅金融公社の運営は，つぎのように

変更された。すなわち公社は，住宅建設予定者に対し所

定の建設資金を貸付ける場合，利子徴収iこ代えて，一定

の凡倣し家賃収入額相当の支払いを受けるラというもの

である。この見倣し家賃収入額の算出は，市場価格をベ
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ースとした土地収用費，建設費，その他用役費を勘案し

て決定される。現状では，既存の返済利子率よりも低目

；こ設定されるよう，政策的に指導されている（注11)。

一方，国民投資信託やパキスタン投資公社における資

金の運用も，利子iこ代えて，投資先企業の収益記当を受

けるという形に変更された。

国民投資信託の場合，現在契約ユニット数は7万，投

資額は10億6000万ルビー，投資先企業数は却4iこ達して

いる。投資分野日ljでは，燃料・電力産業に全体の約30%

が，繊維産業に同じく 15%が，投資されている怪12）。

なお国民投資信託では，契約者保護の立場から，1972/

73年度以来，最低保証配当（minimumguaranteed divi-

dend）が設定されている。この最低保証配当の一部は，

攻府の補助金として支出されており，政策的な考慮が強

く働いている（注13）。

利子廃絶の基本政策は，このように，まず三つの特殊

金融機隠にお元、て実施された。この新制度実施の経過を

ふまえて，イスラーム教義評議会はつぎに，一般商業銀

行における利子廃止の導入の検討に入った。

80年6月に同評議会は， 118ページの報告書を政府に

提出し，経済活動から一切の利子を排除することが，イ

スラーム化の推進にとって決定的に重要であると主桜し

た（注14）。評議会はつづいて同年日月に，政府に井jし，利

子の完全排除の共体的日程を迫り， 81年中に新制度が導

入されるよう強く勧告した（注目）。

ジア政権はその後この評議会の勧告を受けて，エコノ

ミストおよび金融関係者による実務的な実施手続きの検

討を重ねた悦16＼そして， 80年12月24日付きで関連銀行

法の改正手続きを終え（注17)，翌81年1月1日に，パキス

タン史上初の無利子銀行口座の開設に踏み切った。

無利子預金U座は，さし当たり，国有の五つの街業銀

行におU、て，君主存の一般利付き預金口座と併設する形で

開設された。政府はこの併存状態が，無利子金括主制度の

完全実施までの過渡的な措置であると述べている。しか

しイスラーム教義評議会は，暫定的な実施形態に強い不

満を表明している（注18）。

3. 無事I］子金融制度のメカニズム

パキスタンの無利子金融制度は，正式には「利益損失

分担」（profitand loss sharing，略称PLS）方式と呼ばれ

る。すなわちこの PLS方式の下では， 銀行は，預金者

から預った資金をさまざまな形で運用し，一定期間後に

生じた f収益J(pro五t）を，預金者iこ，その預金額に1ぶじ

て配分するというものである。預金者と銀行の聞には，
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同定的な報酬（利子〕が設定されておらず，したがって

制度上は，利益に代わり「損失J(loss）が発生した場合

でも，預金者と銀行との問でこの損失の「分担j (shar-

ing）が行なわれることになる。

一方，銀行と資金運用先との聞にも，固定的な貸付け

利子は設定されなし、。貸付先企業もしくは機関は，銀行

からの借入れ資金に自己資金を加えた総額（投資資金総

額〕をもって事業を行ない，一定期間後に生じた利益

（もしくは損失〕を銀行との問で，その出資比率に応じ

て配分することになる。この場合，銀行は単なる融資者

ではなく，当該事業への参加者として位置づけられてお

り，企業収益が大きい場合は銀行収益もそれに比例して

大きくなる，という単純比例配分が前提とされている。

このような，預金者，銀行および企業の3者にまたが

る関係は，既述のムダーラパもしくはムシャーラカと同

じ原理に立脚したものである。その関係、を図示すると，

第1図のようになる。

同で， D1＝預金者1の預金額， D，ニ預金者2の預金

額， K1＝銀行融資額（＝品十DJ,K，＝ニ企業自己資本額，

K＝総投資額（＝K1+K,),P＝収益（ただし， P>O）で

ある。

図に示されるように， to期において投下された総投資

額Kの運用によって， t1期に収益Pが生じたとすると，

このPの配分は原理的にはつぎのように行なわれる。す

なわち，まず企業への収益配分 P,k2iと銀行への収益粗

配分P-P,k2）が，両者の出資比率 （K,:K1）に応じて決

定される。ついでこの銀行への粗配分額が，銀行と預金

者の問で折半され，銀行への純配分額九ko が決定され

る。最後に，折半された残余の部分が，預金者 D，およ

び以の預金比率（D，・ D1）に応じて，それぞれ， P《DZ）お

よびPcD!lとして決定される（注19）。

損失が発生した場合にも，その損失相当分は，出資者

の出資比率に応じて分担されることになる。このような

利益・損失をシェアしあうという発想は，イスラームの

思想、がすべての契約において，当事者の双方が利害を共

有せねばならないと定めていることによるものである。

けだし利子の徴収は，一方が績失を受けた場合でも，他

)jは 4定の利益を確保することになり、 イスラームの説

く公平の原則に抵触するととになるからである。

ところで，前掲の第1悶では，預金者，銀行および企

業の3者の聞の収益配分法が，単純にそれぞれの出資比

率に応じて行なわれるというケースであった。配分比率

を出資比率に対応させることは，原則的な考え方として

研究ノート

第1図資金の運用と配分

t, 

P>O 

t‘ 

は認められようが，現実的妥当性という点では問題があ

る。

たとえば，預金者と銀行との問では，損失が発生した

場合，預金者保護の対策は全くとられないままでよいの

であろうか。銀行は預金者保護のため，最低保証収益と

してー一定割合を，あらかじめ確保しておくべきではない

であろうか。あるいはこの P日制度の下で，金融機関

が利益隠しを行なった場合，預金者への還元部分は少な

く押えられがちにならないであろうか。

これらの点については，すでに実務家やエコノミスト

による批判や提案が出されている。たとえば，パキスタ

ン最大の銀行であるハビープ銀行（HabibBank）のカー

ン（A.J. Khan）会長は，銀行による虚偽の決算報告に

よって損失もしくは過少利益が計上され，預金者への収

益還元が意凶的に援われることを妨Jf・.するため，標準利

益率（normalrate of profit）なる概念を導入する必要の

あることを主張している（注20）。それは，資金が一定の政

策条件の下で平均的な効率をもって運用された場合に期

待されうる，投資収益率のことである（注21）。この標準収

益率をあらかじめ設定しておくことによって，預金者へ

の収益配分の最低保証を確保しようとするもので，既述

のイランにおける新金利体系の装本政策と発想、において

額似してし、る（注忽）。

-:t;，銀行と企業との関の収益分自己法については，ど

うであろうかe 銀行および企業の収益遂元惑は，それぞ

れの出資比然に応じるととになっているが，単なる資金

提供者である銀行と，多大の経営努力を要求される企

業・機関とが，同列に扱われることには当然疑問が生じ

る。そこで，上述の預金者と銀行との聞においてみられ

83 



1982060086.TIF

......... 』ーャ品『研究ノート

書籍2図 分主主点の決定

（%） 
銀
fl 
mi 
主主
配
分

4. 運営の実態

このように，分益方式（PLS）の下では，銀行は預金者

から預った資金をいかに運用し収益を上げるかに，従来

以上の大きな営業努力が要求されてくる。しかもその運

用法；土，シャリーアの規定に準拠したものでなければな

らなし、もっとも現時点では，無利子金融市I］変の実絡は

過渡期にあるとの認識から，銀行による資金の調達と運

用はかなり限注されたJT＇］宗のものとなっている。

現在，パキスタンで検討され，一部実施されている資

たと同じように，収益からあらかじめ一定部分を控除し， 金運用法は，以下のようである。

これを当該企業の経営努力に対する基礎報酬部分として まず， PLS仁1庖預金の運用にあたって；土，これまで

規定し，残余の部分をそれぞれの出資比率iこ応じて配分 i利子Jとして徴収Lてしナニ報酬に代わるものとして告

する，という方策が考えられてくる。これは，換言すれ 初， 「手数料」（servicecharge, commission）の徴収が

ば，企業者職能に対して一定の評価を与えるものであ 注呂された。利子に代えて手数料を徴収するというカ‘策

札究極的には経済政策のあり方にもかかわってくる性 は，現述のように， L、くつかのイスラーム諸国におU、て

質を持っている。 実泌されているものである。この場介， 「手数料ji主主主

このように，預金者，銀行，企業の 3者にまたがる収 ’芦コストを基準にして算出されることになるが，その算

益配分法に一定のウエイトづけをすることによって， Jv. 定が銀行によって恋意的に行なわれ，税金手れこ対しては

純比例的な配分法に，ある程度の政策誘導的な婆索を導 ｛尽く，貸付先に対しては高く設定されるおそれがある。

入することができる。この間の関係を開示すると，第2 なによりも， 「手数料」が回定的である場介，それは車

問のようになる。 実上の手1］子として設定され，シャリーアの規定に反ずる

闘で，接点S(x,y）は，収益が銀行と企業との問で等 おそれがある。

しく配分された場合の分益点である。この場合， xとy そこで，この「手数料J枇念；こ近u、ものとして，現在

は，それぞれ企業および銀行への収益配分比率であり， パキスタンでは， 「マーク・アップJ(mark-up）方式が

Z十y口 1（ただし， x=y）の関係にある。いま仮に，令 採用されている。これは既述のムラーパハ契約に波当す

業者報酬部分として収益の一定割合dを控除し残余の るもので，銀行が代理人として財の購入を行なし、，一定

部分を折半したとき，その分益点は S'(x',yうとなる。 のマージンを付して委託者に売却するものである。代金

この場合， x'および〆の値はそれぞれ， の支払ヤが， 一括返済の場frと， l刊紙返済の場合とがあ

x＇ニニエ十d(l--x),y＇ニy-d(l-y) るイ11'24）。

である。このdの偵を大きくすることによって，分益点 ノ叫4 スタン政府は，無手I］千金融制度の擁立にし、たる泌

Sは， S',S1＇へとシフトし，限りなく z軸に近づく（紅23)0 滅的措燈として，この「マーク・アップ」方式による手I]

このように，企業者報酬分として dを設定ナること 潤の獲得を選視し，とくに政府系の3翰出公社L注25）を初

は，上述のように企業者職能iこ対して一定のj判泌を認め めとするヲ中央および州政府機関の気付け業務ι銀行

ることであり， dの値の引上げは，企業者iこ対してそれ に開放している。すなわち PLS1-1座を持つ銀行は，こ
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だけ企業インセンテ fヴを与えることになる。したがっ

てこのdの値を操作することは，金融・財政政策上の一

つの政策与件としてとらえることも可能となる。すなわ

ち中央銀行は，景気刺激のためには企業への収益分配率

dを引上げて企業行動へのインセンティゲを提供し，金

融引締めの場合には逆の操作を行なうことによって資金

需婆を規制しうることになるからである。これは，資本

主義市場における公定歩合操作と類似の景気調整機能

を，理論的に可能とするものであろう。
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れら政府機関の行なう商品・資材の買付けを代行し，ー の銀行利子率7.5～12.75%に比べ，高い水準となってい

定のマーク・アップを付して延べ払いで売却することに る（注：30）。

より収益を上げ， PLS預金者への収益還元を図るとい 5. 無利子金融制度導入の問題点

うものである。 無利子金融制度導入の今後の展開に関し，どのような

この「マーク・アヴプ」方式は，国内手形および輸出 問題点が指摘できるであろうか，

入手形（L/Cベース）の取扱い業務も，対象となる。通 最も重視される点は，新制度の下における銀行の収益

常は90日を決済期限として，マーク・アップ率はケース 性，換言すれば預金者への投資還元の見通しである。上

によって多少の幅がある（注26）。この方式は，実質的には 述のように，新制度発足以来の実績は，通常の利子率を

利子徴収と変わらぬようであるが，厳密には利子ではな 上回る配当率を記録しているが，将来にわたってこの水

く，シャリーアの容認する商行為にもとづく利益（Ribh) 準が維持されるであろうか。この疑問に答えるために

の発生と考えられている。なおこの方式は，現行では， は，同制度に与えちれた政策上の重要性が注目されなけ

上述のように，資金運用先が政府系機関に限定されてい ればならない。

るという特色がある。 無利子金融制度の導入は，もともと，イスラーム・イ

上記の他に， PLS口座預金の運用にあたっては，国民 デオロギーの実生活への適用にとっての，一つの試金石

投資信託（NIT）や，参加資格証書（partici戸 tiontぽ m として位置づけられているものであり，同制度の失敗

certificate: PTC) （注27）の購入にもとづく「配当」（divi- （実経済への不適合〕がかりに予想された場合，政治的

dend）取得方式，また，不動産の共同購入とその運用に に救済措置が講じられ，預金者の不安が回避されるであ

よる収益を目的とした「共同購入」（baisalam）方式， ろうととが予想される。たとえば，既述のように，無利

などの資金運用法が考案され，一部実施されている。 子預金の資金運用先として政府機関がほぼ独占的に指定

パキスタンではまた，80年に施行された「ムダーラパ会 されているが，このことは，資金運用の結果が常に一定

社法」（ModarabaCompanies and Modaraba-Floata- の水準を保つように，価格，手数料，マージン，その他

tion & Control-Ordinance, 1980）によって，銀行はム 収益計算の根拠となる要素を，政策的に調整しうる余地

ダーラパ会社として資金を募集して基金を設立し，特定 を残しているものと言える。政府による各種補助金の支

のプロジェクトに投資して収益の配分を行なうことがで 給や税制上の特別措置が，この場合，重要な役割を果た

きることになっている。ムダーラパ基金は，一つの独立 すであろう。

した法人格を有し，信託資金の運用に特化することが要 かりに銀行が，厳密な意味で独立採算性を要求された

求される。このムダーラパ契約には，出資者が資金運用 としたら，今後各行は，少なくとも従来の制度下におけ

先として特定のプ。ロジェクトを選定する「指定ムダーラ る情況に比ぺ，はるかに厳しい企業努力を要求されるこ

パ」と，選定は銀行に委ねる・「無指定ムダーラパJとが とになろう（注31）。銀行は投資者として，資金運用先の選

ある。 定，信用調査，経済動向の分析，運用上の複雑なノウ・

なお， PLS預金の現況は，つぎのようである。すなわ ハウの習得その他に，多大のエネルギーを費さざるをえ

ち現在，パキスタン園内の五つの国有商業銀行の本支店 ず，そのコストは，中椴計算処理システムの開発と新た

に， PLS口座が開設されている。預入れは，普通預金の な人材の養成も含め，ソフトおよびハードの両面にわた

場合は 100ルピー以上，定期性預金の場合は1000ルピー り，現在よりも大幅に拡大するであろう。この結果，銀

以上であり，期間は半年ものから 5年ものまである。 行の財務体質は悪化し，かえって不正経理や虚偽の決算

新制度発足後の実績は，当初の半年間に， PLS口座数 結果を誘発することにつながらないであろうか。

は約50万口座，預金残高は約30億ルピーに達した（注28）。 また，経済規模も小さく，マーケットも限られている

PLS預金はその後も増大をつづけ， 81年12月末現在で64 パキスタンにあって，成長性の高い投資先をたえず選択

億8900万ルピーに達している。この額は，同時点におけ してゆくととにも限界がある。かりに，無利子預金口座

るパキスタンの全銀行預金残高546億7800万yレピーの12 への預金額が増大をつづけた場合，銀行は十分な資金運

%弱にあたるものである（注29）。 用先を確課あるいは開拓しつづけることが，できるであ

また，預金者への収益配分率は，期間に応じて異なる ろうか（注32）。一部の産業あるいは業種に資金供与が偏向

が， 9～15.5%と発表されており，これは対応する既存 することによって，金融政策上の新たなひずみが生ずる

8ラ



1982060088.TIF

研究ノ由 ト

おそれがある。

また，ムダーラパ契約の下で収益性を追求する帰結と

して，銀行は投資先機関あるいは企業との遼携をしだい

に深め，役員の派遣をはじめとする人事の交流を通じ

て，銀行と産業界の癒着i体制が新たに形成されてゆくこ

とが予想される。それは， 1974年の銀行国有化の契機と

なった経済カ集中の状態への復帰を，想起させるものが

ある（/t33）。

一方，無利子金融制度の下では，預金者はどのように

行動するであろうか。

これまでの，確定利付き・元本保証という長年・つちか

われてきた銀行に対する社会的信用は，今後大きく変容

してゆかざるをえないであろう。少なくとも個々の預金

者は，企業としての銀行の営業成績に，これまで以上に

強い関心を払うであろう。原理的には損失の負担すら予

恕される以上，預金者が収益還元率に敏感となり，実質

的には新たな「金利J選好を強めてゆくことが十分考え

られる。預金者による銀行の選択や預金のシフトが起こ

り，大衆の投資マインドが刺激されるであろう。

無利子金融制度の下では，このように，預金者，銀行，

企業の3者にわたって，それぞれのレベルにおける収益

性に強い関心が払われることになろう。このような変化

は，長期的にみて，手！Jr筒動機にもとづく行動原理をしだ

いに強め，人びとの経済感覚に一定の変化合生んでゆく

であろうか。

なお，無利子金融制度のいま一つの大きな問題点は，

このイスラーム制度が，国際経済の場でいかに機能しう

るかという点である。現夜のイスラーム諸国は，多かれ

少なかれ，資本主義経済機構の中に包摂されており，新

制度の導入は既存の制度との調整を必婆とする。これま

でのところ，国家間の資金の移動については従来どおり

のシステムで運営されており，問題は生じていない（注3針。

もっとも，イスラーム圏内で営業を行なう外国銀行は，

イスラーム法の規制を多少とも受けており，銀行間の当

鹿貸越し（over・drafのに対しては，相互に利子徴収は行

なわない，などの事例がみられる。

しかし現状では，イスラーム諸国とくに中東産油国

は，その膨大な余剰資金の運用にあたペコて国際金激動

向，とくに金利動的lに敏感に反応し，有利な運用先を求め

て大規槻な資金シブトを行なやている状況にある｛出針。

足並業および工業の生産基盤を持たず，多分に！原油代金の

運用にもとづく金融立国を目ざすこれらの問にとって，

現行の資本当：議体制は，むしろ十分に利用しうる鰯艦あ

86 

る潟I］／：室であろう。この意味で，無利子制度が今後国務取

引場裡に持ち込まれる可能性は少なく，最も拡大した場

合でも，イスラーム溜内に限られるであろう。むしろ現

段階では，この制度がイスラーム密にあって，どこまで

採用され普及されるかが注目されるところである。

（注 1〕 ブヅ i一前政権およひジア現政権の経済政

策に関しては，下記の資料を参照されたい。拙稿「ブ

ソト一政権下の産業国有化政策についてJ（『アジア経

済』第20巻6号 1979守・6刀〕 43～59ベージおよび

持｜稿「70年代パキスタン経済と工業部門J(Ii'アジア経

済』第22巻 4号 1981年4月〕 2～23ベージ。

（注2〕 DAWN,1977年 7月6日。

(il. 3) Hadd汗IJo ：，ーヲンに刑罰が定められてい

る回定刻。複数日ud1ld0シャ Pーア法廷つでは，自由裁

量刑であるタプズィーノiJflJ (Ta’zir）と反動JLて適fflす

る。

( i't 4) 731手9月にジア大統領は憲法第7条を改jf

して， 「分離選挙制Jを筏j召した。この制度Li，宗教

yjlj人IIをもとにして算出された議席割当制であり， こ

れによりド続議員数は，イスラーム教徒 200, 非イス

ラーム教徒8，婦人10の員十218人となる。

（注5〕 「1978年政党＜改正＞令」は， 「1962＂！＇－政

党法」を改正したものである。改正令では新fこに，「パ

オユスタンわ安全，イスヲーム・イデオロギー，公序良

｛谷（！） L、ずれかに反する」政党））結成が祭11:される，と

の規定が盛り込まれた。

（注6〕 ワクブ（Waqf，主主数形 Awqaf), 「軍事進地J

もしくほ「苦手進針産j と表記される。所有者1撃を留保

したままで，当該土地・資産のm益携をイスラーム共

同体が宇：受寸る制度。ワグブグ7運用 ~J 主主 Lt, i資仰も L

〈は慈善幸を目的として， モスグしり維持や会主主主主i斉， あ

るいは教予言語罰金のために使用される。

歴史的にみると，苦手進地の土語大および拡大によって

ワタフの存夜はイスラーム社会で大きなウ品イトを占

めるようになったが，それに伴い，管浬の不在・！街散

も消火した。

パキスタンゼは，プットー前政権期に「ワタフ＜巡

邦管絡＞法， 1976:4'-Jによって，モスクの所有するワ

グブの管事害権が楼叙されたが，ジア現政権になって符

総務ーはふたたび州政府に返還された。このことは，ワク

ブのi翠常に対ずるそスター宗教界の発計ブ］の機大，ひ

いてはその経済的基盤の強化につながるものとある。

くi:t7) f/Wm一部の到底tイヒした中間！凶以上の人びとを



別として，イスラーム化それ自体は，英米誌がいうほど

には，一般パキスタン人に拒否されているわけではな

い（深町宏樹「1980年のパキスタン」〔『アジア動向年

報1981年版』アジア経済研究所 1981年〕 541ベーシ〕。

なお，中間！腎の反応については，“Pakistani Middle 

Class: Pulled East and West，” The Christian 

Science ll1onitor, 1981年 8月17日，他参照。

(It:二8) パキスタンの民間資本については，拙稿

「パキスタンにおける資本の集中と支配」（『アジア経

済』第17巻6勾 1976年 6月） 29～44ベージを参照さ

れfこし、。

〔I上9〕 言十両委員会（PlanningCommission）の委員

長は，ジア大統領が兼任。

（注10) DAWN, 1978年11月17日。

（注11) 公庫融資の対象となる住宅は， 209平方メ

ートノレ以下の個人用住宅であって，貸付限度額は 1件

当たり 10万ノレピーとなっている。貸付状況は，制度発

足後の 9ヵJj問で，約 1万曲00件，貸付総額にして約

9億ノレピーに達している（Governmentof Pakistan, 

Pakistan Economic Survey 1980/81, 266～267ペー

ジ〕。

（注12) The Muslim, 1981年11月21日。

（注13) 最低保証配当額は， 79/80年度の場合，ユニ

ソト当たり 1.30ノレピー， 80/81年度が同じくし35ノレピ

ー（配当率換算で 11.95%),81/82年度（予想〉が同

じく 1.40ノレピー（配当~ 12.4%〕， と推移している。

なお， 79/80年度の配当額 1.30ノレピーのうち， 20%弱

にあたる0.24ルビーが，政府の橋助金である （Pakistan

Economist，第21巻52号， 1981年12月26日，11ベージ〉。

（注14) DAWN, 1980年6月16日。

（注15) DAWN, 1980年 9月17日。

（注16〕 ジア政権下のイスラーム化推進の中核体

は，イスヲーム教義評議会（Councilof Islamic Ide-

ology）であるが，同評議会の機構，人事，運営，討議

内平年，決定過程などについては非公開であり，これに

対する一般からの批判は強い，とくにイスラーム化が

経済政策に及ぶ時，その理論武装および実務知識につ

いて疑義が出されている。なおパキスタンでは現在，

イスラーム教義評議会およびパキスタン法律委員会か

ら提出される諸勧告の検討，およびイスヲーム化実施

の進捗状況の監査のために，特別委員会の設置がすす

められている （TheMuslim, 1982年 2月8E:l）。

（注17) S也teBank of Pakistan, Bulletin, 1981 

研究ノート

年 1月， 13～33ベージ。

（注18) イスラーム教義評議会は，すでに80年 9月

の勧告において，無利子金融導入の暫定措置として，

モデル銀行の設置や試験的な無利子口座の開設を行な

うことには， 59＼く反対している （DAWN,1980年 9月

17日〕。

(11:19) 図で，たとえば資金額および収益額を，

D,=20, D2=40, K,=60, K,=40, K=lOO, P=20と

仮定すると，預金者，銀行および企業のそれぞれに対

応する収誌額および投資収益率は，下記のように算出

される。

収 益 額 投資収益率

預金者 P<n口＝2 10% 

同 Pcn2>=4 10% 

銀行 P<Ko=6 10% 

企業 PcK2J=8 20% 

なお，収益・損失の配分・分担に関しては，個々のケ

ースに応じた多様な算出法がある（NejatullahSid・

diqui, Banking without interest，ラホール， Islamic

Publications, 1973年， 17～24ベージ， 39～42ベージ

を参照〕。

（注20) Abdul Jabbar Khan，“Problems and 

Solutions，” Pakistan Eco唱omist, 1981年 2月7[] 

り， 9～11,16ページ。なお類似の提案が，とくに短

期預金の扱いについて行なわれている（Uzair,M., 

“Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-

free Banking，＇’ K. Ahmad編， Studiesin Islamic 

Economics所収，ジェッダ， InternationalCentre for 

Research in Islamic Economics, 1970年， 46～47,51 

ベージ〕。

（注21) Khan，前掲書， 9ベージ。

（注22) 標準収益率の概念は，預金者保護のための

歳低保証利益の確保には資するであろうが，問題もあ

る。第 1は，この標準率をいかにして決定するかとい

う点，とくに各産業ごとに決定せよとする主張を，ど

こまで実行できるか，第 2は，標準率の決定が最低保

証水準に代わって適正水準として確立してしまうおそ

れ。そして第3に最も重要な点として，この概念は事

実上の利子率と変わらぬことから，その導入がシャリ

ーアの規定と矛盾するのではないか，という問題であ

る。

（注23) いま，上記（注19）の具体例を前提として，

新たに企業者報酬比率として d=20o/o，預金者への最
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低保証比率として 8%，さらに銀行への慕準手数料率

として 3%をそれぞれ設定 L，計算すると，下記のよ

うになる。

収益額

預金者 Pen口＝2.3

[,i] Pcn2l=4.6 

銀行 PcK"=3.9

投資収益率

11.5% 

11.5% 

6.5% 

企業 PcK2，ニ 9.2 23.0% 

（注24〕 割j賦返済方式の場合，とくに「パイ・ムア

ッジャル」（BaiMu'ajjal）と呼ばれる。

〈注25〕 これらの 3公社は，以下の機関を指す。綿

花輪出公社（CottonExport Corporation: CEC)，米

穀輸出公社（RiceExport Corporation of Pakistan: 

RECP），貿易公社（TradingCorporation of Pakistan: 

TCP）。

（注26) 現行では，中央銀行の CounterFinanceの

ある場合は2.563%，ない場合は2.875%であり，いず

れの場合も 3%以下と規定されている（StateBank of 

Pakistan, Bulletin, 1981:4三1月 20ベージ〉。

〈注27) 企業が発行する中長期社債に代わる証券。

非確定利付き債。

〈注28) The Muslim, 1981年 7月12日。

（注29) The Muslim, 1982年2JH日。なお PLS

預金残高は， 82年2月末現在で72億改めO万ノレピーに透

しており， 82年半ばまでには 100億ルピーに達すると

推定されている （TheMuslim, 1982年3月3日〉。

（注30) PLS発足後 1：￥を経た時点で，年配当率

は，銀行聞に若干の差異がみられるe 普通王賞金： 9%.

5年定期： 15.5%(HabibBank, Muslim Commercial 

Bank）。普通預金： 8.5%,5年定期： 14.5%(National 

Bank, United Bank, Allied Bank）。 （TheMuslim, 

1982年2月5日〉。

（注31) 現行の PLS金量産は，厳密な怠味では分益

運用とは言えなし、。新聞報道によると，分益運用の完

全実施のため， 82年7月1日より，銀行は試験的に共

同事業（project）とその挺携先（伊ll'tner）を選定 L，運

営資金を供与してJill訟の分配を図ることが子定されて

いる （TheMuslim, 1982年3Ji 3日〉。

（注32) 現在，カラチ証券取引所に上場されている

約350社のうち， 3分の lにあたる企業が過去5年間

無配汽であり，他の 3分の 1が配当ヰ＂ 10～15%の低水

準をつづけ，残余の約100社のみが 20～40%の配当率

を維持している。
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〈注33) 拙稿「パキスタンにおける資本の集中と支

配」（『アジア経済』第17巻6号 1976年6月λ29～44

ベージを参照されたい。

〈注34) 既述のグウヱートやカタールにおける伊jの

ように，内外の金利差にもとっく資金の国外流出とい

う問題の発生はみられる。

（注35) 辰大の産油国であるサウジアラビアの場

合，余剰資金の運用はきわめて保守的であり，少なく

ともシャワーアの規定とは矛盾する運用法をとってい

る。すなわち資金の大部分は，元金保証・確定利付き

の外銀預金や政府証券の購入に向けられており，株式

への投資比率は低い。

ill ザ、カート・ウシュルの徴収

1. ザカートの意義

ザカート（zakat）は，しばしば「喜捨」と訳される。

あるいは r救貧税」 f施物税J 「宗教税j もしくは「損

諜j とも表記される。ザカートは，財産もしくは所得に

応じて，すべてのイスラーム教徒に賦課される定率の租

税を意味する。

初期のイスラーム社会においては，ザカートは，イス

ラーム教徒に対する唯一の課税形式であったe ハディー

スによれば， 「財産に対してはザカート以外のいかなる

課税もあるべからず」と述べられている（注 1)。ムハンマ

ドの生存中，すでにザカートの徴収が行なわれた。すな

わち予言者は，ザカート徴収を公共制度として創始し，

自ら徴税官を付命した（注2）。

一方，釦級地における非イスラーム教徒に対しては，

ハラージュ（khariij)およびジズヤ (jizya）が賦課された。

前者は，一般に「地租J，「土地税」あるいは「年貢」と

表記され，後者は f人頭税j と表記される。征日夜地の非

イスラーム教徒（dhimml）は，これらの課税を負担する

ことの反対給付として，自己の生命財産の保全と兵役義

務の免除を受けた。もっとも，これらの課税形式そのも

のは，イスラーム以前のササーン朝においてすでに広く

行なわれていたのであり，イスラームの成立によって創

設されたものとは言えない位3）。

これらザカート，ハラージュおよびジズヤは，初期イ

スラーム国家の財政収入源としてE重要なものであった。

しかし，時代の経過とともに，イスラームへの改宗者が

潜大し， ρ ラージュおよびジズヤの収入が減少を示しは

じめた。このため，イスラームへの改宗者の土地収穫物

に対して，一律に収穫の10分の lの課税（tithe）を行なう
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ょう，土地税は変更されていった。これが，一般に「農

作物税」あるいは「収穫税」として表記されるウシュル

(ushr）である（注針。

とのように，イスラーム社会において，イスラーム教

徒に課される正規の課税形式としては，歴史的にザカー

トがまず制定され，ついで後年これにウシュルが付加さ

れたとみることができる。もっとも，ザカートとウシュ

ルは今日，イスラーム税制の中で対等の地位にi宣かれて

はいない。すなわち，イスラーム法学の体系化される過

程で，法学者はコーランおよびスンナを根拠としてザカ

ートに関する詳細な律法を制定したが，ウシュfレについ

てはそのような詳細な規定は形成されなかった。研究書

によっては，ウシュルはそれ自体，ザカート iこ包摂され

るー租税形態として規定されている（注5）。

ところでイスラーム教は周知のように，「信仰J(iman) 

と「勤行」（ibadat）とのこつの部分からなる。イスラー

ムは実践的な宗教であり，信徒はその信仰をかならず

「行」としてあらわさなければならなし、勤行には，信

証（shahada），礼拝（salat），断食（sawm），喜捨（zakiit），巡

礼（hajj）の5行がある。ザカートはまさにこの勤行のー

っとして規定されており，その遵守が厳しく喜要求される

根拠があるの初代カリブのアブー・パクル（AbuBakr) 

が，イスラーム教徒でありながらザカートの拠出を拒否

していたあるアラブの部族を攻撃し，武力に訴えてザカ

ートを徴収したという史実が，この間の事情を物語って

いる。

コーランには，少なくとも20カ所にわたって，ザカー

トに関する記述がある（注6）。ザカートという送業の語源

は，へフ’ライ語の“zakut”からきており，その本来の意

味は「浄化する」もしくは「高めるJである（注7）。すな

わち，アッラーから授った財の一部を，ムスリムの同胞

に分かち与えることによって，自分自身を浄め，アッラ

ーの恩ちょうを一層大きなものにする，という考え方が

こめられている。この意味では，ザカートは多分に慈善

行為としての性格を持っている。事実メッカ時代には，

ザカートの拠出はムスリムとしての個人の自覚に依拠し

ていたのであり，強制カは伴わなかった。しかしメディ

ナ時代に入って，国家財政の一部としての重要性が確立

し，制度化され，その徴収法が体系化されていったので

ある。

喜捨に関ナるコーランの記述には，ザカートと並んで

しばしば，“サダカ”（sadaqa）なる用語が｛使われている。

サダカの語源はへブライ語の“S在，daka”にあり，その本
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来の意味は「正直」である（注8）。このことから，サダカ

もザカートも，ともに信徒としての誠実な務め，敬度な

行為を表現しており，そこに自覚的・自発的な姿勢が前

提とされていることが理解される。しかし，イスラーム

が教義的に整備・体系化される過程で，ザカートは義務

的な「定めの喜捨」，そしてサダカは任意の「自由喜捨」

として，類別されるようになった（注射。

このように，サダカが径意の寄付行為であり，慈善行

為としての性格を濃く残しているのとは対象的に，ザカ

ートは今日，イスラームの共同体における相互扶助行為

の具体的表われとして規定され，その拠出は社会的強制

カを持つものと理解されている。言葉を換えて言えば，

ザカートは国家規模で徴収される喜捨であり，｛言仰にも

とづく富の再分配機構であると言えよう。

2. ザカートの徴収

既述のごとく，イスラーム法学の体系化の過程で，ザ

カートに関する詳細な規定が整摘されていった。そこで

は，ザカートはいかなる財産から，いかなる割合とJ'j訟

で徴収され，それはいかなる人びとに配分されるかが規

定されている（注10）。しかし，これらの詳細な規定につい

て述べることは，本稿の目的ではない。そこで，ザカー

ト徴収の基本的手続きと，現代イスラーム国療における

兵体{71］とを，以下に述ぺることにしたいe

まず，ザカートの拠出義務の対象となる財産とは，つ

ぎの4種類のものを指す。

ω家畜，すなわちラクダ，牛，山羊など，（ii）農作物，

すなわち果実とくにナツメ榔子，ぶどうなど，（iii)金

および銀，（iv）商品，である。

上記の4種の賦課対象物のうち， (ii）は収穫と同時に

収め（注ll), (i), (iii), (iv）は，保有期間12カ月（イスラー

ム護〉後に，雪量的潜加が生じた場合，斌課対象とされる。

しかしこれらの対象物件は， u、ずれも遊牧社会tこおける

伝統的な資産であって，今日の社会・経済実態に合致し

たものではない。その意味で，シャリーアの規定を今日

的な基準で拡大解釈し，ザカートの対象に，より多様な

財貨を包含すぺしとする主張が一般的である。 Jl体的に

は，預貯金，各種債券，工場の機械・設備などが，今日

的なザカートの対象としてE重要な位置を占めるべきこと

が指摘されている（注12）。

ザカートの賦課率は，上記の対象財貨のうち，（iii）の

金・銀および（jV）の商品にっし、ては，その価額の4θ分の

1 （すなわち2.5%), (ii)の農作物については10分の l

（すなわち10%〕，と規定されている。 ωの家畜につい
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ては， i1J途，詳細な規定がある償却。また（ii）の農作物

については，港紙地の場合，賦課率はさらに 2分の 1減

の5%と規定されている（注14）。

このように，ザカートの徴収は，ある限定された財貨

を対象として，ある特定された率にしたがって斌課され

るわけであるが，賦課徴収にあたっ℃は，一定の控徐基

準が設定されているのとの課税最低基準を「ニサーブJ
(nisab）と称する。ニサーブの設定は，各財のうち生活

の必要最低量を照除しようとする発想にもとづくもの

で，コーランには，ザカートの拠出は「余剰j部分Jを対

象とする，と述べられている（注1旬。

このニサーブは，物件の種類に応じてさまざまであ

る。ここでは，個身のケースに対応するニサーブについ

て述べることは省略し代表的な財貨のニサーブにつL、

てのみ述ぺる。すなわち，金については 20ミスカール

(mithqal）もしくは7.5トラ（tola），銀については200デf

ノレハム（dirham）もしくは52.5トラ，である従161。金お

よび銀のニサーゾはp そのまま貨幣資産（金貨および銀

貨）と所有装飾品のニサーブの基準とされ，また溺品は

すべて，銀本位を基礎として評価したイ直樹l乙銀のニサ

ーブが適用される。

一方，農産物のニサーブは，その収穫量が小麦換算で

5ワスケ（waRqa）と規定されている（注17)0

ザカートの徴収は，このように綿々の財貨について，

ニサーブ金越える資産用大があった場合，その超過部分

に対して，定率課税されるものである。この鱒係を間で

みると，第日間のようになる。

闘で， Poは to期の資産額， PoPn f土資産の増加ライ

ン， Nはニサーブ水準を示す。資産 Pの総額は， t，期
まではNライン以下（PくN）にあり，ザカート徴収の対

象とはならない。 ts期以降において， Pの｛庄は Nライン

を越え（P>N)，賦諜対象部分としてs,,s，が発生する。

ザカート徴収額はこのSの部分に定感z を掛けたz•S と

なる。すなわら， ザカート徴収額を Z とすると， h期

におけるその徴収額は，

Z往 ＝z・3ηヱコz・（P,,-N)

である。一方，ザカート徴収額を差し引いた残余の部分

をBとすると，上式は，

Bn=S川－Zn=(P，筏－N)(1-z) 

と表記される。すなわち， Nとzの｛涯が関定されてし、る

かさ「り，ザカート納付後の資産残繍Bは， Pの増加に応

じてかぎりなく増加することになる。

ザカートは，これまでの説明において明らかなよう
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第3劉 ザカート徴収のメカニズム

'z・S2

t, I, t, t, t, t, 

iこ，直接税の一種である。しかし斌課率が回定されてお

り，累進税率をとってヤないため，純粋に税務ljとしてみ

ると，相対的に富裕な階溜lこ有利に作用する。したがっ

て，この制度をもって近代的な税制としての所得税もし

くは財産税に代替させることは不合理となり，ここに税

制としてのザ、カート徴収の限界がある｛注18¥

なお，ザ、カートの徴収は，既述のように基本的には強

制徴収が建前とされているが，徴収の実際に当たって

は，対象物件・の形状，性質によって，強制査定徴収と自

己査定申告とに分けられている。立lj者に該当する物件

は， 「ザーヒyレJ(zahir：可視物件）と称され，家造お

よび農産物が含まれ，後者に該当する物件・I土「パーチィ

ン」（ha.tin：不可視物件〉と折、され，黄金属および商品

が含まれる。今日的な物件としては，預貯金および各種

債券は前者の範矯；こ含まれ，後述するように，強制徴収

が行なわれている。

賞金属や溺品がパーティンとして規定されているの

は，これらの財貨が個人的に容易に揺援でき，その保有

量を公的機関が－§で把握できないことに根拠がある。

しかしこのために，自己査定にもとづく申告制が認めら

れてヤることが，税務IJとしてのザカート徴収の有効性を

大きく制約することになっている。

3. ザカート制度導入の笑態一一一パキスタンのケース

(1) 導入の経緯

制度としてのザカートの徴収は，今日のイスラーム諸

問では，サウジアラピア（注19），リピアL注2相）およびパキス

タンにおいて実施されている｛注21）。
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パキスタンでは，イスラーム立国という自覚から，建

国当初よりザカート制度の導入が検討され， 50年代にあ

ってはザ、カート債券の発行という形で基金を作り，福祉

事業に使うというこころみが計画されたことがある。し

かし現在パキスタンで実施されているザカートfljij度は，

ジア現政権の成立後導入されたもので， Jnl政擦が推進し

てし、るイスラーム体制確立の重要な一環としてい：1賓＇）け

られてu、るものである。

ジア政権は成立後，既述のように，さまざまなイスラ

ーム化政策を導入したが，ザカート iこ関しては78年10月

の演説で，無利子金融制度の導入に先がけて実施される

見通しであることを表明した（注22：，。そして翌拍手F・2月10

日に行なわれた，イスラーム体制確立に関する大統領演

説(ilc23）によって，その基本的枠組みが提示された。その

後， 「ザカート・ウシュル令」（Zakatand Ushr Ordi-

nance) （注24）の布告が行なわれ， 同国における最初のヂ

カー卜徴収が， 80年6月21日に実泌されたの

(2) ザカート・ウシュノレの徴収法

パキスタンにおけるザカート・ウシュル徴収の制度的

側面を， i同法令によってみると，つぎのようである。

＜ザカート＞

対象者一一法令の付表1および2に明記された資産を

持ち，パキスタンi国籍を持つムスリムの個人（注25)0

対象資産一一財貨の性質に応じ，強制徴収される資産

と自己申告資産とに分かれる。

a）強制徴収対象資産はつぎの11種である。

i.普通預金（外貨勘定は除く）

ii.通知預金および満期が9カ月以内の定期預金

（外貨勘定は除く〉

iii.満期が9カ月を超える定期預金： （外貨勘定は徐

く）

iv.預貯金証券

V. 悶民投資信託（NIT）証券

vi.パキスタン投資公社 (ICP）の相互基金証券

vii.政府証券

viii.法定公社・企業の株式および社債

ix.年金

x.生命保険証言豊島

xi.退職準備基金

b）白日申告資産はつぎの12種である。

i .金，銀，：食金燐，笠石

ii.現金

iii.賞金付き公依
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iv.当座預金勘定

v.貸付金

¥'i.株式・社債などの有価証券（上記 a）の viiiを

徐く）

vii. 1生産品〈商・工業〕

viii.鉱産物

ix.幾産物

x.家 畜

xi.海産物

xii.その他，シャリーアの規定tこ従ってザカートが

支払われるべき財

賦課主幹ーとくに規定のある場合を除き，原切j約；こ一

律2.5%

査定および徴収手続き一一ーザカート徴収は，イスラー

ム粁ラマグーン月（Ramadan）の第 1日から，シャア

ノfーン汀（Shah’han）の最終日までの 1年間を対象期

間とする。とくに規定のある場合を徐き，期末の時

：.＇.（で現有資産額を評価し，ニサーブ（課税最低額）

金持除した残余の資産をもって課税対象資産額と定

め，定率の源泉徴収を行なう。

なお，ザカートとして支払った金額は，所得税か

ら免除される。

くウシュyレ＞

対象者一一ヴシニ工ル供出の余剰を持つ，すべての土地

所有者および土地保有者（自作，自小作，小作を含

む〉

徴収基準収穫量叩一一4分の lエーカー以下の面積の土

地における収穫は，対象外とする。課税対象基準と

なる奴穫量は，小麦換算で5ワスク（出品）以上とする。

査定および徴収手続き一一ウシュルの徴収は，収穫が

行なわれた持点でのまを定にもとづき，組収益を対象

として，滋瓶地では年5%，非港紙地では年10%の

賦課率を適用する。特別の場合を除き，納付は金納

とする。

なおウシ :iJレの徴収は，自己資定にもとづく自己

申告によるが，最終決定は申告を受けた地方行政委

員会の認定による。また，ウシュル納税者は，地租

を免除される。

(3) ザカートの菌己分

徴収されたザカートは，中央（central），州（provincial)

および地方（local）の3段階からなるザカート基金（zakat

fund) 1こ集約される。

これら三つのザカート基金の凋係は，多分に相互E依存
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的であり，徴収資金の集約および配分に関して，一つの ラームへの改宗者，人質・戦争捕虜・奴隷の解放，債

包括的なネットワークを形成している。その仕組みを図 務者，旅行者，およびイスラームの布教・研究に従事

示すると，第4闘のようになる。 する者，

この医｜で明らかなように，強制徴収ザカートは中央ザ の8群である（注29）。

カー卜某金を経て中央徴税機構に配分され，自己申告ザ これら 8種類の受給資格者もしくは支給対象は，イス

カートおよびその他の「任意の喜捨」（回7）は， 1-Mザカー ラーム誕生時における社会・経済状況を反映して規定さ

ト基金を経て州の徴税機構および州管轄下にある公的諮 れており，かならずしも今日的な状況には合致しないも

施設に配分される。；£たウシユ／レは，現tE全国に37:i のもある。しかし，コーランの規定が，経済的に困難な

2仰Oカ所ある地方ザカート基金に集約され，地方行政ド 状態にある手？の救済を第1にかかげている点は，ザカー

の諸施設および，シャリーアに規定されたザカート受給 トの本来の自的がどこに置かれているかを明らかに示す

者〈後述〕に支給される。ただし，これらのザカート基 とともに，ザカート制度が現在のパキスタンに導入され

金は，それぞれに独立採算制をとっているのではなく， ることの現実性が指摘されるところである。事実，パキ

ザ、カート資金の配分が1':1本として円滑に行なわれるよ スタンの現行ザカート制度では，徴収資金の用途iまま

弘相互に資金の移譲が行なわれるようになっている。 ヂ，貧者とくに孤児および寡婦ならびに身体鶴害者の救

ザカート・ウシュルの徴税・運営・配分の機能は，共 済に向けられている。これについで，イスラーム法学生

体的には，地方自治体選挙によって選出された地方議員 への奨学金，教育・職業訓練機関，および病院・診療所

が担当するが，運営の基本方針を決定する上部機構とし などの保健衛生施設への補助金に充当されているe

て，中央にザカート評議会（CentralZakat Council）が これらザカートの配分の決定は，実務レベルでは，各

置かれている（注鉛）。現在のところ，徴収された資金のう 池区の福祉行政機関の専門家の協力をえて行なわれ偶

ち4分の3が地方行政レベルで使用され，残余の4分の 々のケースの査定が行なわれており，実質的には既存の

1が中央政府に納入される予定である。 福祉行政機構が主要な役割を果たしてヤる。

ところで，ザカートの配分を受ける者（mustahequeen) 現行補助額は，該当者1人につき月40ルピー，また 1

の範聞については，コーランに明確に規定されているの 家族につき］1so.，レピーとなってし、Z:>.

すなわh 政府発表によると，制度発足後 1年を経過した時点

生活困窮者，羅災者，ザカートの管理担当者，イス で，ザ、カート強制徴収額は 8億2f削万ルピーに達し，こ
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のうち 7億5000万ルピーが受給資格者に支給された。そ

の内訳は，寡婦92万5000人，孤児42万2伺O人，身体障害

者64万6川0人，イスラーム法学生14718000人，その他3

万3帥 O人の合計で， 217万4000人であり（注30），この他に

全国で2625の施設に配分された俄31）。

4. ザカート制度導入の問題点

ザカート制度の導入は現在，どのような問題を生んで

いるであろうか。新制度の導入後日も浅く，いまだ実施

の状況に関しては十分なデータが手中にない。しかし新

制度が，もともとジア現政権のイスラーム化政策の一環

として，いわば上からの強制によって導入されたこと

は，この制度に対する人びとの素朴な疑問と批判をし、ろ

いろな形で生み出してヤることは明らかである。これら

の疑義のうち，とくに注目されるものは，その強制施行

という性格に対する反発と，査定の技術的側面に対する

不信，そして既存の財政制度に占める位置づけへの疑念

などであろう。

(1) 強制徴収に関する問題

まず，パキスタンの少数派ムスリムであるシーア

(shlah）派「注32）は，ザカート・ウシュノレの強制・義務化は

同派の教義に反するとして， 79年6月に全国的規模での

抗議運動を展開した。

シーア派はもともと，ジア現政権の推進するイスラー

ム化政策が，多数派であるスンニー（sunnI）派の1ニ導権

の下に強行されていることに反発しており， 78年10月に

も，教育カリキュラムの改正に関してスンニ一派の教義

が押しつけられるとして，強く抗議している位お｝。

79年6月にシーア派最高評議会は，ザカートの強制徴

収に抗議する手段として，シーア派教徒全員に銀行預金

の引出しを呼びかけた。そして翌剖年6月20日に，既述

の「ザカート・ウシュル令」が公布されると，シーア派

の抗議運動は大規模化し， 7月に入って主要都市で，官

憲との衝突がつづいた。このためジア大統領はシーア派

代表と会談し，結局，同法の」im改正を行なうよう約束

することによって，事態の収拾を図った。

同年10月に公布された「ザカート・ウシユ Jレ＜改正〉

令」によると，ザカート徴収の強制性が自己の宗派の信

条に反すると考える者は，ザカート徴収の 3カ月がjまで

にその由を申し立てることによって，強制徴収を忌避す

ることができると書き改められている（注問。

シーア派とは別に，アブマディア教徒（ahmadiya）も，

ザカート・ウシュルの支払い拒否を宣言した（注35）。

ところで，ザカートの強制徴収に隠しては，もともと

研究ノート

極端に相反する二つの考え方がある。一つは，ザカート

の拠出がイスラーム教徒としての務めであることは認め

ても，その拠出はあくまでも倫理的な強制ブJのみを持つ

ものであって，国家権力による強制徴収には反対すると

する立場であり，いま一つは，ザカートはムスリム共同

体（urnmah）の構成員であることの当然の義務であり，

強制徴収カを持っとする考え方である。とくに後者の立

場に立つ考えでは，ムスリム社会の税体系はこのザカー

ト・ウシュノレ制度によって代置されるべきである， と主

張される。

今日のイスラーム社会の実情をみると，ほとんどのイ

スラーム諸国は前者の立場をとっており，ザカート徴収

が公的に昔話i度化されている国は少数派である。バキスタ

ンはこの少数派の一周として，ザカー卜の強制徴収を実

施しており，その意味ではイスラーム文化閣の中にあっ

て注目すべき存在ではある。しかし，ザカート制度の導

入によって既存の税体系を大きく再編成してゆくとする

方向づけは，現在のところ確定してはいない（注36）。

現行のザ、カート・ウシユfレ苦手！の導入は，いわば既存の

程税体系の一部に倫理的な要素を持ち込んだものであ

り，本来中立的な近代税制に宗教的な性格を付与する

ことによって，二重性絡的な体系を形成することになっ

た。それは，ジア現政権の推進するイスラーム化と既存

の近代許可度との妥協の産物であり，今後においてもひき

つづき両者の聞の制度的調整が行なわれてゆくことにな

るであろう。

(2) 宣定の公平に隣する隠題

ザ、カート制度の導入が効果を上げるためには，その賦

諜対象資産に対ずる厳正な査定と徴収が不可欠である。

さもなくば，人びとの問に不公平感を譲成し，かえって

新たな燦擦を招くであろう。

既述のように，ザカートの賦課対象資産は強制徴収と

自己申告とのごつに類別されており，直行者についてはも

ともと査定しやすい金融資産が中心となっている。しか

しこの査定・徴収にはいくつかの間題がある。

まず a般論として指摘される／Hi,i/金制j徴収の対象が

流動資産中心であり，土地・建物・店舗などの不動産が

除外されてU、る点である。たしかにこれらの不動産は現

在，既存の富裕税（wealthtax）の枠内で課税対象とされ

ているが，ザカートが本質的には所得ならびに資産の双

方にかかる課税である以上，これらの不動産もザカート

の対象とすることが整合性の点からみても首肯されるも

のであろう。

93 



1982060096.TIF

．研究ノート

•}j二対象となる金融資産の中には，しばしば常業資

金や借入れ金などが含まれており，一律に残高に課税す

ることは不合理となる。また，年金や退職準備金など生

活保障基金的な資産も課税対象となることには，批判が

ある。

とくに，課税資産の査定が，年 1回，特定の討に一斉

に行なわれることを建前としていることから，この日を

期して資産の隠匿行為が行なわれる可能性が生じてく

る。すでに一部では，査定をまぬがれるため，査定日新j

に預貯金のり｜出しが行なわれるなどの「脱純行為」が報

告されている（注3九

また，外国銀行に預けられた金融資産はザカート対象

外とされていることから，タト銀i」座へのま員け替えのJiJJき

も予想される。

ザカート制では，任会的平寺針生を少しでも維持するた

め，既述のようにニサーブ（後低課税基準）が設定され

ている。このニサーブは，強制徴収資産の場乱金額に

して1000ノレI：＂ー（約 100ドル弱）と規定されている。ニ

の水準は，パキスゲンの国民所得水準からみてもかなり

低目に設定されており，低所得層の預貯金も課税対象と

なってくる。ただしこのニサープの木準は，政策的；こ交

更が可能である［注：l8)0

.，，.方，自己申告資産のニサープについては，当初j明縫

t：.規定はなかったが， 「改政令Jにおいて，農産物およ

び家畜を除き，銀612.:12グラム相当の価額を基準とする

ことが明日された（江川。これは，統述のシγリーアで規

定されてい-6伝統的な基準に準じたものである。しかし

銀の時価（注.JO）から逆算すると，自己申告資滋のニサーブ

はf(J2000ノレピーとなり，強制徴収資産のニサーブとの.if,

離が日立つむ

ーカー7主た，このような新たな税制の導入；こともなう行

政費とくに人件費の支出は，どのようにカバーされるで

あろうか。ザカート徴収に要する支出をザカート徴収基

金から支出することは，既述のようにシャリーアの規定

には介致していてもうそれ自体は生i表的なメカニズムと

はさえない。パキスタンにおける徴税機構の不備や資定

伐術の米発途2:-考慮すると，ザカートの資定・徴収およ

び配分の段階における情実の介入余地は大きく，神聖な

所期の日的どはうらはらに，新制度の導入が不正やjち織

を生む新たな士機5::提供することになる恐れが多分にあ

る。すでに一部では，ザカート徴税委uによる虚偽の申

告と不正配分とが発覚したことが報じられている（往41）。

査定・徴収・配分における厳正と公平寸土，倫理的性絡

94 

の強いザカート税制の存続にとって決定的に重姿である

が，それだけに大きな不安定要素でもある。

(3) 既存続制との関係

パキスタンの現行税制に関する詳細な説明は避け，そ

の構造上の特徴のみを指摘すると，つぎのようである。

すなわち，パキスタンの歳入源の大宗は，関税と国内

消費税を中心とした間接税であり，所得税および富裕税

など直接税の占める比率はきわめて小さいc 過去10年間

の統計をみると，関税収入は歳入総額の40%強，消費税

は30%前後の水準にあり，両者で毎年の歳入総額の約4

分の 3近くを占めている。これに対し，所得税および富

裕税収入の占める割合は14～17%の水準にあり，近年こ

の比率は上昇傾向にあるが，全体としては自分の lの比

重を占めるにすぎない（注4針。

直接税収入の比率の低いことは，パキスタンに！浪った

ことではなく，所得水準の低い低開発問一般に共通して

みられる現象である。パキスタンにおける所得税納付者

数は，約407;人であり，全人口の 0.5%弱，世帯総数の

約5%にすーぎなL、。所得税のうち，給与生活者の納入比

率i土6%渇であ孔残余の部分は自営業その他の申告納

税者によって占められている。自己申告比事がこのよう

に高率であるため，税のj甫捉率はきわめて低く，その実

態は30～40%の水準とみられており，約3分の2が才市捉

漏れとなってL、ると推定される（注4:l)o

税率およひょ税額をみると， 79年の税制改正によってヲ

所得税の免税点は年収 l7i 2，α）（） Yレピーに引き上げられ

た。 ~tn富裕税は，ザカート・ウシュルの対象外にある

不動産に課され， 1家族当り50万ルピーを超える物件に

対し 2.5？らの課税が行なわれることになっている。ま

た幾業所得税は，ブットー前政徳期に導入されたが，現

ジア政権下では停止された状態になっている。

このようなノぐキスタンの現行税体系の中で，ザカート

制度の導入はどのように位種差づけられるであろうかの

新税制i土，成述のように，その適用該当者を，パキス

タン国絡会有するイスラーム教徒と規定してし、る。しか

し）l~初から適用外の外国人，非イスラーム教徒に｝JII え，

、／ーア派を初めとする少数宗派の除外宥を含めると，フ；

鋭的iこザカートの適用を受ける千？の数は，パキスタンの

全人IiのがH 分の3強にすぎなくなる。ザカートilllJ/丈

；ム双子.－；：の税街IHことづて替るものではなく， SIU列的iこ主導

入されており，このため国内の租税体系は一溜被維なも

のとなった。このことは，近代税制jの持つ普i酎制こj七ベ

ーつの宗教教義にもとづいた特殊制度の導入が自づと持
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つ限界を，反映しているものと言える。報道によると，

アンサーリー宗教相は記者会見で，非イスラーム教徒は

現行形態の税金をジズヤ（jizya）として支払うものとする

と述べているが佳44），この用語は既述のように，歴史的

にみると征服地の非イスラーム教徒に諜された人頭税を

意味しており，パキスタン園内のイスラーム教徒と非イ

スラーム教徒，さらには異なるイスラーム宗派隠の隣係

にも，微妙な影響を与える問題を含んでいると言える。

一方，ザカートが対象とする資産が，資本（ストック）

であるか，生み出された年間所得（フロー〕であるかに

ついては，議論がある。資料のあるものは，これが財産

税ではなく所得税であると規定しているが（注45），既出の

第3闘において示したように，ザカート i主資本と所得の

双方にかかる総合課税である。ザカート税昔話の特殊性

は，この総合課税の税率が 2.5%という単純比例税制で

あるところにあり，これをもって近代税制に代替するこ

とがきわめて不合理であることが指摘される根拠があ

る。かりに将来，既存の所得税や富裕税がザカート制で

代替されることになった場合には，有資産層にとっては

きわめて有利となり，社会的平等から大きく後退するこ

とになろう。

ところで前節で述べたように， 80年 7月の制度導入後

1年間のザカート徴収額は， 8億2800万yレピーと発表さ

れている。この額は，同年度のパキスタシの所得税およ

び様裕税収入（19回／81年度修正予算額〉である71億4800

：ゲルピーの 12%弱にすぎず，国家財政収入総額である

469億3800万ルビーのわずか 1.8%にすぎないものであ

る。

このようにみると，ザカート制度の導入は，パキスタ

ンの現行税体系の中で大きなウエイトを占めるものでは

なく，その拡大普及には限界があり， fスラームの名の

下に休系化された新徴税体制jが実現されるであろうと期

待ナることには，困難があると言えよう。

(IU) クラウス rlii制点 129ページ。

(it 2〕 向上書 131ページo

（注 3) Arneer Ali, A Sh01t History of the 

Sara，.官M ，ロンドン， Macmillan,1951年， 63ベーシ。

Ci主4) Hopkins, J. F. P., Medieval Muslim 

Government in Barbary，ロンドン， Luzac,1958年，

20ページ。

（注 5〕 グラウス ill）掲 ;:t:l• 137～rn8ベ－ :/o 

(iJ: 6) コーラン， ti'~ 2 1,tお4,274, 277各館， 第

3 t'.i:134節，第 6章165節，第 9J尚0節， 103節，第30
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章， 39節，第31章 1～5節，第四車18節，ほか。

（住 7〕 Hou臼ma,M. Th., その他編， Encydo-

ρaedia of Islam, ＂＇ンドン， Luzac, 1934司，第4巻

1202～1204ベージ（Zakatのι！）。

(il 8〕 而j上書 33～34ベージ（SadakaのよJi).

(,± 9) 中村広次郎『イスラム・芯恕と／fi.::J~JI 東京

大学1H版会 1977年 23ベージ。

（注10) ザカートの徴収法に関する詳制IIな規定は，

以下の資料を参照されたし、。 クラウス 前掲書 132 

～145ベージ；遠峰前偶者 22～24ページおよび

Houtsma，前掲書（Zakatの項）。

（注11) この規定から，農作物を対象とする，；， ＇.／ュ

ノしが，す三4こザカートの一部に介まれるとする論拠が

深井早主れる。

(/J12) 1962年12月に，ダマスカメで開催されたア

ラゾ述盟（ArabLeague）会議で，~名なイスラーム法

学者たちによる検討が行なわれ，ザカート徴収に関す

る今日 出Jな解釈が表明された（Mannan,M. A.,lslam-

ic Economics: Theory and Practice, ラホーノレ，

1970年， 91ページおよび289～292ベーシ〉。

（注13〕 前出（注10）参照。

(l:tl4) 語重複地については，謀説設備ノ〕ための資本

投下か行なわれたと考え，この投資負担分を軽減する

怠味で，日え諜喜容が非議波地の 2分心 1と規定主れてい

る。！： t:'. L，護液事業が公的機関によって行なわれた

もωである場合は，このかぎりではなL、。

（注15) コーラン 第2主主219節。

〔注16) クラウス 前掲書 135ベージ。なお，現行

重量単位に換算すると，金は 87.4785グラム，銀は

612.3495グラムになる。

（注17) 1ワスタはもともと，ラクダ 1]Ji，こ載せう

る鼠である。 5ワスクは小変換はて25・－・ウ／ド（948キ

ログヲム〉』こ相当する。

（注18) もっとも，賦諜率iしく L土乙叶ープ水準N

，，＇） 似た政策的に操作することによっ vて，税ftl：況の平等

度を高めることは可能である。しかし，宗教税として

の性絡上，賦課塁手の変更はきわめて凶難であると思わ

れる。

（注19) サウジアラビアでは， 1950年の税制改正で

ザカートの徴収が制度化されている。財務省の下部機

関 Eしてザカート所得税局がW>:f,1され3 現イl；，偶人お

よび法人合対象に，年間所得の 2.5%が徴収されてい

る。ただし，このうち1.25%は政府による強制徴収で

9ラ
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あるが，残余の1.25%相当は，各人が自発的にj付窮者

に配分することが建前とさ）lている。

（討20) リビアでは，革命後の1971年法案89：！子、で，

ザカート ¥llUが導入され，財務省内にウラマーからなる

ザカート：委員会が設i従汗れている。

（汁21〕 なお，任；志のlf捨として内長11ll；，ザ刀一、

基金U，ちくのイスラーム諸国におL、てみ fれる。

(l:l:22) J)A¥VN, 1978午lOJ!23 f。

C/123) IM WN, 1979年2U lti。
（注24〕 Government of Pakistan, Zakat and 

Ushr Ordinance, XVIII of 1980，カラチ， Karachi

Law Publishers, 1980年， 71ページ。な J;' 8(日年lOJJ

にL1{If:令がLl:lされている（Governmentof Pakist品n,

Press Information Department，“Zakat and Ushr 

<Amendment) Ordinance，＇・ 1980年，米土dU, 14へ

レ／。

（注25) 叶＇＇｝； ート徴収の対象持として総定される兵

l土， 「サーヒ〈・ニサーフJ(sahib-e-nisab〕と 1・fほ ！.•

る。その本企I(，＇）怠味it「HiI止を 1：＼ ~1 お j であるが， li't

_;£v〕ように，＇ Li，了『i〕似必姿額を白，titt: L ，人；こ紘 1，ちと Jj

えうるふ刑l，｛，：特つお合計百Iす。

（社26) 前WU主17）を参JI.円。

（注27) 「任意の下ヰザ：J(atiyyat）：土， ザカ←ト基会

に対する ·•f 力一ト・ウシュノL 以外の苦手 H'",:J'fi ナ。 J!!i:i•七

i）十ダ力（；.ニニ Lニコ7主れる。なおこれ主でiご，叫ウシ

プラ！と γ店、「） 2 ／.色ド；LJ〕与も＇Hがザカート集金にうムえわ

れている。

(lJ28) Hif, の fl＼か，， t/,・1N 。ぷ長は／15: 泌総 'j:IJ•jf 。

Ji; ll J）大部分は芋IJおわょがウフ－，，.。任期！；よ J'cfo

(/129) コーヲン ザl9中関節。

（社30) The 1Wuslim, 19814'-7 )-l 5 l：。同紙LこI

ると，自己t11'.'i・ザカー卜 U:f／苦＼＇i七 121)j＂ヒ..C, 2・ 

1) iめて／レWii・c ;v, , t~ 二）：が出 L: ：＂，れてし 1ζ。な j；，ン

ア大統制Lは82可1凡11LJ 0）治i，（見で， 汁とザト基金が発

Ji.'.以米 10｛；程ノレビーに速し たと；＿，γ＼ていら （＇I’heAfus匂

は，シャリーア法廷におL、て証人 2名立ち合いの下iこ，

自己ii)信条守ごついての宜容が行なわれねばならない。

（注35〕 DAWN, 1980年7月28日。ただし， iwJ教

徒は1974年 9月のパキスタン憲法改正で，イ 7，ラーム

教徒ではないと鋭定されている。

（対36) この点、につv、て， λ キスタン，JJイスラーム

イヒ拾進十J勺主明者であり， イスラーム経済論に関すろ Jl;'

i'F•IJ fち！、クールンート・アノ、マット（KhurshidAhmad) 

.t?i:t,zit，現行乃ザカート；剖it既存の税体系に井Jtる単

なる付加物と Lて（立童；＇－づけられ，本体に対するーペ tL乃

島工やj;としての役t＂のみを I'ねら j：ているにすぎない，

こ不満を表明してv、る（Ahmad,K, Pakistan's Eco・

nomic Challど河geand the Budget，イスヲマバー t・,

In8titute of Policy Studies, 1979年， 40へーシ）。

（注37〕 ゐ型的lこ考えても，いまムスリムAがfrJE

ll自ifに目己／）所有する株式債券を手iムスワム iきをこ議減

して名後者然えをし， it'.,tH f貴に再び臼より譲渡を受

けて名録者換えを済ませた場合， Aは切らかにじ！と1の株

式債券kこ対 fるザカート徴収を免が＂ fニ二とになる。

しかもごみ行為：z，きわめて台誌がjてある。

心J.:l8) ニサーブぷ〕水if：立， 81年 1月にiHOぽ）ルヒ

ーから27801しピーに引上；fられた。

や1:39〕 “Zakat and じめr<Amendment) Ordi• 

nance," 4ベージ。

C主40) 19821f.2 JJ;f::J克-O.:idti絡む

(d:41） γhe Afuslim, 1981年 7!J81lo

(, l:42) じovernmentof Pakistan, F「inane告 Di智イi

si 1, E,・01削，1i，、 企1叫 ly‘sisof the ]fod』よct 19δυ一噌Rl， 
34－一ン。

(it4:-l) Ahmad, 1Jli }~lf 92ベーシ。

( ;144) DAWN, 1978王子12月11LJ。
C，主45) クラウス llti Jt., ;ii I:J:-lへ－ '/ 0 

H: 
小口 ；苦

今fl, fスーすいω ム話国家カi，その歴史的・政治的背:l;1:

li111, 1982,r 1 ii 12u）。どだし，ウ γ ュルの徴l[':l;t' を具にしながらもイスラームとヤう紐殺によって結／J

t'zfi品川ドJl'H1l1・c，現時点目Jjt:・.t:!Jiii,¥jt・川、にし、o At, J事jせずしてその原点目＇ lfrrをお向しつつあるニとは，

(d::11) The M1.心 li111,1981'1 7 JI 6 llo .：：わめて印象的である。

(iUl2〕 ・／也ア ii長人 111ょ， ハi人セン Jj総人！？し1 イスラーム・パワーの拡大・発滋は，現代Ill：！！千の一つの

制強含，1；める。 大きな運動エネルギーであり，そのダイナミズムは各地

孜(/Ll3) DAWN, 1978iJ10Jl 6 l'o で，紋；合：策f令や経済t次2事を狩しすす血めて」、る。本稿でI

(il::14〕 “Zakat and 1一一

nance, 1980，” 3ベ一〉／。な｝J，〔強？告jlj徴J[Y_，己j泣♂）tよめ；こ ニうしt.こ潮i潟の一つの現出であり，その3主底tこi土，イス
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ラーム・イデオロギーにもとづく社会制度改革の推進と 拡大・発展にとって積極的な意味を持つものではない。

いう思想があるの 無利子金激やザカート制度は，一つの宗教説念にもと

しかし，イスラーム思想の導入が，今日の複雑に発展 づいて形成された，いわぼ変則的な経済システムであ

した政治社会機構の中にあって，どのような合理性を主 る。このシステムは，イスラーム共同体の各成員の自覚

張できるかに関しては，これを慎重にみきわめる必要が にもとづく社会的強制カが働くうちは，有効に機能する

ある。無利子銀行を一つの金融制度としてみるとき，ま かも知れない。しかしこのような自覚的強制力を伴わぬ

たザカート徴収を一つの租税形態としてみるとき，そこ かぎり，新制度はかえって虚偽と不正を誘発する新たな

にはイスラームを離れた経済合理主義が存在しなければ 温床となる危険を蔵している。すでに，金融機関による

ならない。無利子金融には，またザカート徴収には，そ 不正経理と粉飾決算のおそれが指摘され，ザカート徴収

のような合理性が存在するであろうか。 忌避の多様な対策が講じられ，さらには徴税官による汚

本文において考察したように，これらの新総度はすで 織の発覚が報じられている。 w・c・スミス（Smith）が，

にいくつかのイスラーム国家において現実に導入され， かつて書いたように， 「この人たちは利子はとらないか

機能している。この事実によってこれらのイスラーム制 も知れない。しかし，確かに賄賂はとることはできる」

度が，既存の経済メカニズムの中に編入されうるもので （注 l)のである。そして事実また，自己査定にもとづくザ

あることが，確認された。しかしそれは，今後において カート拠出金が驚くほど低額であることが，この制度に

も自己発展をつづけ，やがて既存のシステムにとって代 対する人びとの本心を，如実に反映していると言えない

わってゆくものであろうか。 であろうか。

これらの制度は，いずれも導入後日も浅く，実施の実 このように，無利子金融とザカート徴収は，ともに，

態に関して十分なデータは得られない。現時点において 制度本来のメカニズムが損われることなく運営された場

論じうることは，かりにこれらの制度が，制度本来のメ 合には，国内資金の動員と国内貯蓄率の上昇に，多少と

カエズムを損なわれることなく運営されたとしたら，人 も正の効果を持つであろうが，さもなくば，新制度の導

びとの経済行為に一定の変化を生むであろうと予測しう 入は，膨大な負担，非能率，虚偽，不正を生み，新たな

ることである。それは，無利子制度に関して言えば，皮 政策的介入と調整による経済の硬直化を，かえって強め

肉にも収益還元率という名の新たな「金利」に対する選 る結果を招くであろう。

好が，これまでよりも強められることであり，個人・機 （注 1) Smith, W. C., Islam 仇 ModernRistoヮ，

関を問わず，手I］潤動機にもとづく経済行動がしだヤに刺 プリンストン， PrincetonUniver討tyPr四 s,1957年，

激されてゆくことでもある。また，ザカートに闘して言

えば，この制度によって大衆資金が動員され，伝統的な

消費および貯蓄のパターンに変化が生まれる可能性が指

摘できる。しかしこれらの変化が，量的に意味ある変化

をパキスタンの国民経済にもたらすか否かについては，

疑問が多い。

イスラーム社会では，同胞原理にもとづく格互扶助思

想がきわめて強い。そこでは，正義の問題はつねに，平

等思想、に逢着する。イスラームの経済思想や倫理観は，

負担の平等や分配の公平を盛視するe 本総で考察した無

利子金融やザカート徴収は， l原理的には，この負担と分

配における正義の制度化のこころみである。しかしこの

一方で，生産力の拡大に関する関心は，かならずしも同

じ度合いで論じられることはない。

イスラーム経済が，生産面よりも分配面や消費面によ

り大きな関心を払う傾向は，貧困の平等化を招くことに

もなる。それは，いわば負の平等化であり，庖民経済の

221ベージ。

（アジア経済研究所調査研究部〉
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